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《令和７年度》 瑞浪市地域防災計画新旧対照表 【一般編】 

修正箇所 

（頁） 
修正案 現計画 

備
考 

目

次 

ⅰ～

ⅵ 

第１章  総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

第 1 節～第４節 （略） 

第５節   市民・自主防災組織・事業者の役割   ・・・・・・13 

第６節～第７節 （略） 

第８節   複合災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

第９節   他地域で大規模災害が発生した場合の支援・・・・・・22 

第２章     災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23-1 

第１節   災害危険地域調査等の計画・・・・・・・・・・・・・23-1 

第１項   調査及び計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・23-1 

第２項～第４項 （略） 

 第２節 （略） 

 第３節   都市の防災性の向上・・・・・・・・・・・・・・25 

第１項   （略） 

第２項   建築物の防災性の向上・・・・・・・・・・・・・・25 

第３項～第４項 （略） 

第５項   空き家対策の推進・措置・・・・・・・・・・・・・26 

第４節     防災組織整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・27-1 

第１項～第５項 （略） 

第６項  デジタル等新技術を活用した防災対策の推進・・・・27-2 

第７項  （略） 

第８項   受援体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・27-3 

 第５節～第６節 （略） 

第７節  火災予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

第１項 （略） 

第２項   消防団員の充実強化・・・・・・・・・・・・・・・30 

第３項～第８項 （略） 

 第８節 （略） 

第９節   事故災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

第１項 （略） 

第２項   道路災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

第３項 （略） 

 第１０節 （略） 

第１１節   防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

第１章  総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

第 1 節～第４節 （略） 

第５節   市民・自主防災組織・事業者の役割と責務・・・・・・13 

第６節～第７節 （略） 

（新設） 

第８節   他地域で大規模災害が発生した場合の支援・・・・・・21 

第２章     災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23  

第１節   災害危険地域調査等の計画・・・・・・・・・・・・・23-1 

第１項   調査及び計画の樹立・・・・・・・・・・・・・・・23-1 

第２項～第４項 （略） 

 第２節 （略） 

 第３節   都市の防災性の向上・・・・・・・・・・・・・・25 

第１項   （略） 

第２項   建築物の耐震化・不燃化・・・・・・・・・・・・・25 

第３項～第４項 （略） 

第５項   空き家等の状況の確認・措置・・・・・・・・・・・26 

第４節     防災組織整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・27-1 

第１項～第５項 （略） 

第６項  デジタル  技術を活用した防災対策の推進・・・・27-2 

第７項  （略） 

（新設） 

 第５節～第６節 （略） 

第７節  火災予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

第１項 （略） 

第２項   消防団員の処遇の改善・・・・・・・・・・・・・・30 

第３項～第８項 （略） 

 第８節 （略） 

第９節   事故災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

第１項 （略） 

第２項   道路災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

第３項 （略） 

 第１０節 （略） 

第１１節   防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

目
次
の
修
正 
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第１項～第４項 （略） 

第５項  部門別避難訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

第１２節  文教関係の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・41-1 

第１項   学校等における防災対策・・・・・・・・・・・・・41-1 

第２項   防災教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41-1 

第３項   避難その他の訓練・・・・・・・・・・・・・・・・41-1 

 第１３節～第１４節 （略） 

第１５節   避難体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・46-1 

第１項～第４項 （略） 

第５項   在宅避難者等の支援・・・・・・・・・・・・・・・46-3 

第６項  車中泊避難者の支援・・・・・・・・・・・・・・・46-3 

第７項   避難情報の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・46-4 

第８項   他市町村への広域避難・・・・・・・・・・・・・・46-4 

第９項   感染症の自宅療養者等の避難・・・・・・・・・・・46-4 

第１０項 デジタル技術を活用した被災者支援・・・・・・・・46-5 

 第１６節～第１７節 （略） 

第１８節   ライフライン・生活支援対策・・・・・・・・・・・49-1 

第１項～第６項 （略） 

第７項  支援物資の輸送体制の整備・・・・・・・・・・・・49-2 

第８項  罹災証明書の発行体制の整備・・・・・・・・・・・49-2 

第９項  災害用トイレの確保・・・・・・・・・・・・・・・49-3 

 第１９節～第２５節 （略） 

第３章    災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

第１節     本部活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

第１項   （略） 

第２項   職員動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

第２節     災害動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 

第１項～第５項 （略） 

第６項   ボランティア活動・・・・・・・・・・・・・・・・63-1 

第３節 （略） 

第４節     災害情報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

第１項 （略） 

第２項   災害情報の収集・伝達計画・・・・・・・・・・・・69 

第３項～第４項 （略） 

第５節 （略） 

第６節     被災者救助保護計画・・・・・・・・・・・・・・・79 

第１項～第１７項 （略） 

第１８項 その他の被災者の保護計画・・・・・・・・・・・・101-1 

第１項～第４項 （略） 

第５項  部門別避難訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

第１２節  文教関係の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・40 

第１項   学校等における防災対策・・・・・・・・・・・・・40 

第２項   防災教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

第３項   避難その他の訓練・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 第１３節～第１４節 （略） 

第１５節   避難体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・46-1 

第１項～第４項 （略） 

（新設） 

（新設） 

第５項   避難情報の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・46-4 

第６項   他市町村への広域避難・・・・・・・・・・・・・・46-4 

第７項   感染症の自宅療養者等の避難・・・・・・・・・・・46-4 

（新設） 

 第１６節～第１７節 （略） 

第１８節   ライフライン・生活支援対策・・・・・・・・・・・49-1 

第１項～第６項 （略） 

（新設） 

第７項  罹災証明書の発行体制の整備・・・・・・・・・・・49-2 

第８項  災害用トイレの確保・・・・・・・・・・・・・・・49-2 

 第１９節～第２５節 （略） 

第３章    災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

第１節     本部活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

第１項   （略） 

第２項   職員動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

第２節     災害動員計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 

第１項～第５項 （略） 

第６項   ボランティア活動・・・・・・・・・・・・・・・・63  

第３節 （略） 

第４節     災害情報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

第１項 （略） 

第２項   災害情報の収集・伝達計画・・・・・・・・・・・・70 

第３項～第４項 （略） 

第５節 （略） 

第６節     被災者救助保護計画・・・・・・・・・・・・・・・79 

第１項～第１７項 （略） 

第１８項 その他の被災者の保護計画・・・・・・・・・・・・100 
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第７節～第１０節 （略） 

第１１節   家庭動物等の救援・・・・・・・・・・・・・・・・112 

第４章 （略） 

第７節～第１０節 （略） 

第１１節   愛玩動物等の救援・・・・・・・・・・・・・・・・112 

第４章 （略） 

１

章

３

節 

4 第１項 自然条件 

出典：『瑞浪市統計書 令和 6 年版−概要版−』（瑞浪市企画政策課、令和 7

年 3 月） 

 

第２項 社会条件 

１ 人口・世帯 

瑞浪市の令和 6 年 7 月 1 日現在の人口は 35,458 人（男 17,333 人、女

18,125 人）、世帯数は 15,654 世帯となっています。人口の推移を見る

と、平成 15 年以降、総人口は微減傾向にあると同時に、65 才以上の老年

人口の割合が増加しており、社会の高齢化を見据えた防災計画の立案が求

められています。 

瑞浪市の人口の推移（各年10月1日現在） 

区分 
平成 
２６年 

平成 
２７年 

平成 

２８年 

（略） 令和 
 ４年 

令和 
 ５年 

年 少 

人 口 

4,885 人 

(12.4%) 

4,767 人 

(12.2%) 

4,703 人 

(12.1%) 

（略） 
4,009 人 

(11.1%) 

3,931 人 

(11.0%) 

生産年

齢人口 

23,514 
(59.7%) 

23,009 
(59.0%) 

22,767 

(58.7%) 

（略） 20,711 
(57.1%) 

20,470 

(57.1%) 

高齢者

人 口 

11,009 
(27.9%) 

11,242 
(28.8%) 

11,342 

(29.2%) 

（略） 
11,536 
(31.8%) 

11,457 

(31.9%) 

総人口 
39,408 
(100.0%) 

39,018 
(100.0%) 

38,812 

(100.0%) 

（略） 
36,256 
(100.0%) 

35,858 

(100.0%) 

※年少人口（０～１４歳） 生産年齢人口（１５～６４歳） 

高齢者人口（６５歳以上） 

資料：企画政策課 

出典：『瑞浪市統計書 令和６年版−概要版−』（瑞浪市） 

第１項 自然条件 

出典：『瑞浪市統計書 令和 5 年版−概要版−』（瑞浪市企画政策課、令和 6

年 3 月） 

 

第２項 社会条件 

１ 人口・世帯 

瑞浪市の令和 5 年 7 月 1日現在の人口は 35,884 人（男 17,499 人、女

18,385 人）、世帯数は 15,574 世帯となっています。人口の推移を見る

と、平成 15 年以降、総人口は微減傾向にあると同時に、65 才以上の老年

人口の割合が増加しており、社会の高齢化を見据えた防災計画の立案が求

められています。 

瑞浪市の人口の推移（各年10月1日現在） 

区分 
平成 
２５年 

平成 
２６年 

平成 
２７年 

（略） 令和 
３年 

令和 
 ４年 

年 少 

人 口 

4,984 人 

(12.5%) 

4,885 人 

(12.4%) 

4,767 人 

(12.2%) 

（略） 
4,075 人 

(11.1%) 

4,009 人 

(11.1%) 

生産年

齢人口 

24,091 
(60.5%) 

23,514 
(59.7%) 

23,009 
(59.0%) 

（略） 20,934 
(57.2%) 

20,711 

(57.1%) 

高齢者

人 口 

10,727 
(27.0%) 

11,009 
(27.9%) 

11,242 
(28.8%) 

（略） 
11,583 
(31.7%) 

11,536 

(31.8%) 

総人口 
39,802 

(100.0%) 

39,408 
(100.0%) 

39,018 
(100.0%) 

（略） 
36,592 
(100.0%) 

36,256 

(100.0%) 

※年少人口（０～１４歳） 生産年齢人口（１５～６４歳） 

高齢者人口（６５歳以上） 

資料：企画政策課 

出典：『瑞浪市統計書 令和５年版−概要版−』（瑞浪市） 

所
管
部
䥹
企
画
政
策
課
䥺
修
正
意
見 
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１

章

４

節 

12 第４節 防災機関の業務大綱 

瑞浪市は、以下の機関と連携・協力し、防災・減災に関わる各種対策を

実施します。 

（略） （略） 

警察 多治見警察署 

指定公共機関 

ＮＴＴ西日本株式会社 （岐阜支店災害対策室）、エヌ・

ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会

社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株

式会社、楽天モバイル株式会社、日本赤十字社（岐阜

県支部瑞浪市地区）、中部電力パワーグリッド株式会社

（多治見支社）、日本放送協会岐阜放送局、東海旅客鉄

道株式会社、中日本高速道路株式会社、日本郵便株式

会社（瑞浪郵便局） 

指定地方公共

機関 

東濃鉄道株式会社、平和コーポレーション株式会社、 

LP ガス等取扱い機関（岐阜県エルピーガス協会土岐支

部瑞浪地区会）、瑞浪市社会福祉協議会 

（略） （略） 
 

第４節 防災機関の業務大綱 

瑞浪市は、以下の機関と連携・協力し、防災・減災に関わる各種対策を

実施します。 

（略） （略） 

警察 多治見警察署 

指定公共機関 

西日本電信電話株式会社（岐阜支店災害対策室）、エヌ・

ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会

社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株

式会社、楽天モバイル株式会社、日本赤十字社（岐阜

県支部瑞浪市地区）、中部電力パワーグリッド株式会社

（多治見支社）、日本放送協会岐阜放送局、東海旅客鉄

道株式会社、中日本高速道路株式会社、日本郵便株式

会社（瑞浪郵便局） 

指定地方公共

機関 

東濃鉄道株式会社、平和コーポレーション株式会社、 

LP ガス等取扱い機関（岐阜県エルピーガス協会土岐支

部瑞浪地区会）、瑞浪市社会福祉協議会 

（略） （略） 
 

商
号
の
変
更
に
よ
る
修
正 

１

章

６

節 

18-4 第２項 南海トラフ地震対策 

１～５ （略） 

６ 防災訓練 

（前略） 

さらに               感染症の拡大のおそれがある状

況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施しま

す。 

第２項 南海トラフ地震対策 

１～５ （略） 

６ 防災訓練 

（前略） 

さらに新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状

況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施しま

す。 

県
防
災
計
画
修
正
に
整
合 

１

章

７

節 

20 第７節 原子力災害対策 

１～２ （略） 

３ 具体的な原子力災害対策 

原子力災害については、災害対応の各段階において、必要に応じ、以下

のような対応を追加して実施します。 

第７節 原子力災害対策 

１～２ （略） 

３ 具体的な原子力災害対策 

原子力災害については、災害対応の各段階において、必要に応じ、以下

のような対応を追加して実施します。 

県
防
災
計
画
修

正
に
整
合 
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【災害予防計画】 

（略） 

                                

                                  

                                  

        

感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ば

くによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の

生命・健康を守ることを最優先とし、避難又は一時移転を行う場合に

は、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難

車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確

保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施 

【災害予防計画】 

（略） 

新型コロナウイルス感染症対策については、岐阜県の定める「原子力

災害時における新型コロナウイルス感染症対策要領」に準拠するととも

に、「瑞浪市避難所運営マニュアル・新型コロナウイルス感染症対策編」

に基づき実施 

                         住民等の被ば

くによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の

生命・健康を守ることを最優先とし、避難又は一時移転を行う場合に 

は、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難

車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確 

保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施 

１

章

８

節 

21～

22 
第８節 複合災害対策  

市は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影

響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる

事象）の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実します。

さらに、山間部や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性が高い

複合災害について、市民に周知・啓発を図るものとします。 

市は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸

念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、

望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ、職員・資機材の

投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支

援を早期に要請することも定めておくものとします。市は、様々な複合災

害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直

しに努めます。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想

定し、職員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努

めます。 

 

第９節 他地域で大規模災害が発生した場合の支援 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 他地域で大規模災害が発生した場合の支援 
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２

章

２

節 

24-1 第２項 河川改修 

（前略） 

河道の流下能力が確実に確保されるよう、航空レーザによる効率的かつ

高精度な測量を行い、計画的な維持管理を実施するとともに、老朽化が著

しい大規模構造物の更新や予防保全型の維持管理を効率的かつ効果的に実

施します。 

 

第３項 土砂災害対策事業 

瑞浪市では、土石流、急傾斜地の崩壊及び地すべりによる土砂災害に警

戒する必要があります。そのため、砂防堰堤や急傾斜地崩壊防止施設等を

設置する土砂災害対策事業を県に要請して予防措置を講ずるとともに、土

砂災害の危険性が高い土地における要配慮者利用施設や避難所等を保全す

る対策を重点的に実施します。また、県及び地域住民と連携した土砂災害

警戒区域等の定期点検の実施、土砂災害ハザードマップ等による危険箇所

の周知や警戒避難体制の確立等、ソフト面での対策を推進します。 

                                 

     

                                  

                                  

                

市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関す

る調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のた

めの詳細調査や経過観察等を行います。また、これらを踏まえ、危険が確

認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に

基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害

を防止するために必要な措置を行います。 

第２項 河川改修 

（前略） 

                                 

                                  

                                  

      

 

第３項 土砂災害対策事業 

瑞浪市では、土石流、急傾斜地の崩壊及び地すべりによる土砂災害に警

戒する必要があります。そのため、砂防堰堤や急傾斜地崩壊防止施設等を

設置する土砂災害対策事業を県に要請して予防措置を講ずるとともに、  

                                  

                                  

              土砂災害ハザードマップ等による危険箇所

の周知や警戒避難体制の確立等、ソフト面での対策を推進します。 

市は、県及び地域住民と連携した土砂災害警戒区域等の定期点検を実施

します。 

県は、盛土の規制について、総合調整や包括的なとりまとめを担う組織

を明確化し、併せて許可状況や不適正事案への対応などの情報共有を行う

連携会議を定期的に開催します。 

市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を            

                                  

                         踏まえ、危険が確

認された盛土 について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に

基づき、速やかに     撤去命令等の是正指導           

             を行います 
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２

章

２

節 

24-2 第５項 ため池等補強対策 

瑞浪市は、農業用ため池（災害防止用のダムを含む。）等が築造後の自然

的・社会的状況の変化による機能低下や老朽化、流木の流下等による決壊

漏水等に伴う農用地及び農業用施設等に発生する災害を未然に防止するた

め、地震・豪雨耐性評価を実施し、ため池堤体及びその他施設の新設、改

修を防災重点農業用ため池等緊急度の高いものから順次実施します。 

第５項 ため池等補強対策 

瑞浪市は、農業用ため池（災害防止用のダムを含む。）等が築造後の自然

的・社会的状況の変化による機能低下や老朽化、流木の流下等による決壊

漏水等に伴う農用地及び農業用施設等に発生する災害を未然に防止するた

め              、ため池堤体及びその他施設の新設、改

修を防災重点農業用ため池等緊急度の高いものから順次実施します。 

県
防
災
計
画
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正
に
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２

章

３

節 

26 第５項 空き家対策の推進・措置 

瑞浪市は、平常時より、災害による被害が予測される空き家等の状況

の確認に努めます。また、大規模災害発生時の空き家の倒壊による道路

の閉塞などを防止するため、県等と連携して空き家の活用や除却を進め

るとともに、空き家所有者への意識啓発や相談体制の整備等、大規模災

害に備えた空き家対策を推進します。 

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急

に安全を確保するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁

等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空き家等の全部

又は一部の除去等の措置を行います。 

第５項 空 家等の状況の確認・措置 

瑞浪市は、平常時より、災害による被害が予測される空 家等の状況

の確認に努めます。                        

                               

                               

                  

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空 家等に対し、緊急

に安全を確保するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁

等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空 家等の全部

又は一部の除去等の措置を行います。 

県
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章

４

節 

27-2 

～ 

27-3 

第３項 防災関係機関および民間事業者との連携・協力体制 

（前略） 

なお、輸送協定等を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通

行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び  

                                  

                 普及を図ります。 

 

第４項 （略） 

 

第５項 感染症対策の視点を取り入れた防災対策の推進 

瑞浪市は、新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応

に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制

など               感染症対策の観点を取り入れた防災

第３項 防災関係機関および民間事業者との連携・協力体制 

（前略） 

なお、輸送協定等を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行

車両標章交付のための申出があったときは、災害発生前においても当該車

両に対する緊急通行車両標章が交付されます。瑞浪市は、輸送協定等を締

結した事業者等に対して、その周知と普及を図ります。 

 

第４項 （略） 

 

第５項 感染症対策の視点を取り入れた防災対策の推進 

瑞浪市は、新型コロナウイルス感染症   の発生を踏まえ、災害対応

に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制

など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災
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対策を推進します。 

 

第６項 デジタル等新技術を活用した防災対策の推進 

市及び防災関係機関は、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、

ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応

業務のデジタル化の推進を図ります。デジタル化に当たっては、災害対応

に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・

加工・共有の体制整備を図るよう努めます。 

また、限られた人員でも効率的に、激甚化・頻発化する災害に対応でき

るようにするため、災害時の情報収集、孤立地域対策、避難所の環境改善

といった様々な場面においてデジタル等新技術の活用を推進します。この

際、ドローンや衛星通信を活用したインターネット機器や、高付加価値コ

ンテナの活用による被災地支援など、災害対応上有効と認められるデジタ

ル等新技術の活用場面や効果的な活用方法について、前向きかつ幅広に検

討を進めるとともに、実災害時に適切に活用できるよう、平時から職員の

操作能力の向上や新技術を保有する関係団体・民間事業者等との連携強化

を図ります。なお、デジタル技術の活用に際しては、高齢者や障がい者な

ど、その恩恵を受けられない人を生まないよう、きめ細かな支援や取組み

を一体で推進します。 

 

第７項 （略） 

 

第８項 受援体制の整備 

市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入

れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めます。特 

に、応援職員等の執務スペースの確保、応援職員の効率的な配置や役割の

明確化を図り、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定を

行います。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮します。

また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、宿泊施

設の確保に向けた民間施設等との協定の締結を進めます。加えて、応援職

対策を推進します。 

 

第６項 デジタル  技術を活用した防災対策の推進 

市及び防災関係機関は、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、

ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応

業務のデジタル化の推進を図ります。デジタル化に当たっては、災害対応

に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・

加工・共有の体制整備を図るよう努めます。 

                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

           

 

第７項 （略） 

 

（新設） 
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員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や宿泊に供する車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可

能な施設等のリスト化に努めます。 

２

章

７

節 

30 第２項 消防団 の充実強化 

瑞浪市は、消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の

車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、実践的な教育訓練体制の充

実、若者・女性をはじめとして団員の入団促進等に取り組むものとし、地

域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動でき

る環境づくりを進めるよう努めます。 

第２項 消防団員の処遇の改善 

瑞浪市は、消防団員の活動の実態に応じた処遇の改善に        

                                  

                                  

                                  

            努めます。 
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33 第７項 火災予防のための知識の普及・徹底 

瑞浪市は、火災防止と災害時の火災被害の軽減を図るため、市民を対象

として、「全国火災予防運動(春、秋)」や「文化財防火デー」等の機会を捉

え、市広報紙、広報車、パンフレット、ポスター、防火教室・講習会等の

方法により、防火・防災に関する思想や瑞浪市火災予防条例の内容、火災

予防上必要な一般的な心得、初期消火等の基礎知識、早期発見・避難・消

火体制の確立（住宅用火災警報器・消火器等の備付）の普及徹底に当たり

ます。また、学校やこども園等における教育・訓練も活用して、火災予防

に取り組みます。 

第７項 火災予防のための知識の普及・徹底 

瑞浪市は、火災防止と災害時の火災被害の軽減を図るため、市民を対象

として、｢全国火災予防運動(春、秋)｣や「文化財防火デー」等の機会を捉

え、市広報紙、広報車、パンフレット、ポスター、防火教室・講習会等の

方法により、防火・防災に関する思想や瑞浪市火災予防条例の内容、火災

予防上必要な一般的な心得、初期消火等の基礎知識、早期発見・避難・消

火体制の確立(住宅用火災警報器・消火器等の備付)の普及徹底に当たり

ます。また、学校や幼児 園等における教育・訓練も活用して、火災予防

に取り組みます。 

組
織
の
変
更
に
よ
る
修
正 

２

章
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36 第２項 道路災害対策 

１ （略） 

２ 道路施設等の整備 

道路管理者は、道路防災対策事業等を通じて安全性・信頼性の高い道路

ネットワークの計画的かつ総合的な整備に努めるとともに、道路災害予防

に必要な施設の整備を進めます。また、道路施設等の安全を確保する上で

必要な体制等の強化に取り組むとともに、「岐阜県道路施設維持管理指針」

等に基づき、道路の計画的な点検、  補修等を実施します。 

第２項 道路災害対策 

１ （略） 

２ 道路施設等の整備 

道路管理者は、道路防災対策事業等を通じて安全性・信頼性の高い道路

ネットワークの計画的かつ総合的な整備に努めるとともに、道路災害予防

に必要な施設の整備を進めます。また、道路施設等の安全を確保する上で

必要な体制等の強化に取り組むとともに、点検を通じて道路施設等の現況

の把握に努め、必要な場合は速やかに改修・補修等を実施します。 
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２

章

12

節 

39～

40 
第１項 本市の災害特性を考慮した訓練の実施 

市及び市域内の防災関係機関、防災上重要な施設の管理者は、災害応急

対策の実効性の確保と円滑な実施に向け、水害、火災、地震、危険物、原

子力災害等、地域において発生が予想される災害の規模や被害状況を具体

的に想定し、各機関、防災業務従事職員、市民が対処すべき応急的な対策

に関する実践的な訓練を積極的かつ継続的に実施します。また、山間部や

河川の沿岸など、地域の特性を考慮し、発生可能性が高い複合災害を想定

した訓練の実施に努めます。訓練は、実地又は図上により、機関別にある

いは２以上の機関が合同して実施します。 

 

第２項 （略） 

 

第３項 その他の防災訓練の実施 

（前略） 

市は、               感染症の拡大のおそれがある状

況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施しま

す。 

（中略） 

その他、県等が実施する広域災害を想定した合同の災害対策本部の立ち

上げや広域避難等の防災訓練にも積極的に参加し、その結果を踏まえ、必

要に応じて対応計画を見直します。あわせて、医療コンテナやトイレコン

テナなど高付加価値コンテナやデジタル等新技術の活用など、災害対応上

有効と認められるものの効果的な活用方法について訓練を通じて検討を進

めます。 

 

第４項 自主防災組織等による訓練の実施 

市民、施設、事業所、自主防災組織等は、それぞれの訓練計画を定め、

自主的な訓練に努めます。また、訓練にあたっては、危機管理室、消防本

部、みずなみ防災会が連携し、地域の要望や実情に即した内容で実施しま

す。市は、防災関係機関あるいは防災組織と連携し、関係機関が実施する

第１項 本市の災害特性を考慮した訓練の実施 

市及び市域内の防災関係機関、防災上重要な施設の管理者は、災害応急

対策の実効性の確保と円滑な実施に向け、水害、火災、地震、危険物、原

子力災害等、地域において発生が予想される災害の規模や被害状況を具体

的に想定し、各機関、防災業務従事職員、市民が対処すべき応急的な対策

に関する実践的な訓練を積極的かつ継続的に実施します。        

                                  

             訓練は、実地又は図上により、機関別にある

いは２以上の機関が合同して実施します。 

 

第２項 （略） 

 

第３項 その他の防災訓練の実施 

（前略） 

市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状

況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施しま

す。 

（中略） 

その他、県等が実施する広域災害を想定した合同の災害対策本部の立ち

上げや広域避難等の防災訓練にも積極的に参加し、その結果を踏まえ、必

要に応じて対応計画を見直します。                  

                                  

                                  

     

 

第４項 自主防災組織等による訓練の実施 

市民、施設、事業所、自主防災組織等は、それぞれの訓練計画を定め、

自主的な訓練に努めます。また、訓練にあたっては、危機管理室、消防本

部、みずなみ防災会が連携し、地域の要望や実情に即した内容で実施しま

す。                                

県
防
災
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に
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防災訓練について積極的に協力支援し、要配慮者や女性、子どもの参画を

含めた多くの住民の参加を図っていきます。 

 

第５項 部門別避難訓練 

小中学校、こども園、社会福祉施設においては、避難訓練計画を立案

し、それに基づいて初期消火訓練、避難訓練、地震対策訓練等を実施しま

す。訓練の回数は、小中学校及びこども園については年３回以上、社会福

祉施設については年２回以上(入所型社会福祉施設の場合は、夜間に災害が

発生した場合を想定した避難訓練を実施)とします。なお、不特定又は多数

の人々の利用や、不特定又は多数の人々を収容する民間施設に対しても、

小中学校等に準じた防災訓練を実施するように指導します。 

                                  

                     

 

第５項 部門別避難訓練 

小中学校、幼児 園、社会福祉施設においては、避難訓練計画を立案

し、それに基づいて初期消火訓練、避難訓練、地震対策訓練等を実施しま

す。訓練の回数は、小中学校及び幼児 園については年３回以上、社会福

祉施設については年２回以上(入所型社会福祉施設の場合は、夜間に災害が

発生した場合を想定した避難訓練を実施)とします。なお、不特定又は多数

の人々の利用や、不特定又は多数の人々を収容する民間施設に対しても、

小中学校等に準じた防災訓練を実施するように指導します。 

２

章

14

節 

45-1

～ 

45-2 

第３項 防災通信設備の整備 

１～３ （略） 

４ 非常通信 

（前略） 

市は、通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場合を

想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めま 

す。 

５ その他の通信網の整備 

（前略） 

また、瑞浪市は、市内外へ被災地情報、支援情報、安否情報、生活情報

等をインターネット等により提供する体制を整備します。さらに、市民に

防災情報を確実に伝達するための新たな防災情報伝達システムの構築に努

めます。 

 

第４項～第６項 （略） 

 

第７項 災害伝承 

地域で過去に発生した災害で得た教訓や災害文化を後世に確実に伝える

第３項 防災通信設備の整備 

１～３ （略） 

４ 非常通信 

（前略） 

                                 

                                  

   

５ その他の通信網の整備 

（前略） 

また、瑞浪市は、市内外へ被災地情報、支援情報、安否情報、生活情報

等をインターネットの積極的な活用を検討します。   さらに、市民に

防災情報を確実に伝達するための新たな防災情報伝達システムの構築に努

めます。 

 

第４項～第６項 （略） 

 

第７項 災害伝承 

地域で過去に発生した災害で得た教訓や災害文化を後世に確実に伝える

県
防
災
計
画
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に
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ため、災害に関する調査分析結果や各種資料(映像を含む)を広く収集・整

理し、適切に保存するとともに、広く一般に公開し、市民による災害教訓

伝承の取り組みを支援します。また、災害に関する石碑やモニュメント等

の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めます。 

ため、災害に関する調査分析結果や各種資料(映像を含む)を広く収集・整

理し、適切に保存するとともに、広く一般に公開し、市民による災害教訓

伝承の取り組みを支援します。                    

                                 

２

章

15

節 

46-1

～ 

46-5 

第１項 避難計画の策定 

（前略） 

また、子どもを含む市民等が、自ら避難情報や警戒レベル相当情報など

から判断し、適切に避難行動がとれるよう、避難のタイミングや避難場

所、確認すべき防災情報などを記載した「災害・避難カード」などの作成

の促進に努めます。「災害・避難カード」は紙媒体のほか、デジタル版も活

用し、その普及に努めます。 

 

第２項 避難場所等の整備 

瑞浪市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、       

         感染症対策等を踏まえ、災害及び二次災害のおそれ

のない安全区域内に立地、又は構造上安全である都市公園、河川敷、公民

館、学校等の公共的施設等を対象とし、その管理者の同意を得た上で、災

害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所

及び避難者が避難生活を送るための指定避難所について、あらかじめ指

定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法

等について、住民への周知徹底を図ります。また、災害時における指定避

難所の開設状況や混雑状況等の周知について、県総合防災ポータル等を

活用することに加え、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

の整備に努めます。 

（中略） 

また、               感染症対策のため、平常時から

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、危機管理室と社会福祉・教育各班及び健康

づくり班が連携して、必要な措置を講じるよう努めます。 

第１項 避難計画の策定 

（前略） 

また、      市民等が、自ら避難情報や警戒レベル相当情報など

から判断し、適切に避難行動がとれるよう、避難のタイミングや避難場

所、確認すべき防災情報などを記載した「災害・避難カード」などの作成

の促進に努めます。「災害・避難カード」は紙媒体のほか、デジタル版も活

用し、その普及に努めます。 

 

第２項 避難場所等の整備 

瑞浪市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、災害及び二次災害のおそれ

のない安全区域内に立地、又は構造上安全である都市公園、河川敷、公民

館、学校等の公共的施設等を対象とし、その管理者の同意を得た上で、災

害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所

及び避難者が避難生活を送るための指定避難所について、あらかじめ指

定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数           

等について、住民への周知徹底を図ります。また、災害時における指定避

難所の開設状況や混雑状況等の周知について、県総合防災ポータル等を

活用することに加え、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

の整備に努めます。 

（中略） 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、危機管理室と社会福祉・教育各班及び健康

づくり班が連携して、必要な措置を講じるよう努めます。 
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（後略） 

 

第３項 （略） 

 

第４項 避難所運営マニュアルの策定 

瑞浪市は、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容も踏まえ、自主防

災組織や施設管理者と協議を行い、避難所ごとに、事前に避難所内の空間

配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を含む「避難所運営マニュア

ル」を策定します。マニュアルの策定にあたっては、車中泊避難者や感染

症等が発生することも想定した対策を検討し、            

    感染症への対応をまとめたマニュアルについて別途作成し、適

宜更新するよう努めます。また、地域の防災リーダーをはじめ住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するとともに、訓練等を通じて避

難所や資機材に関する必要な知識等について、市民への普及に努めます。

特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関

する普及啓発に努めます。 

（後略） 

 

第５項 在宅避難者等の支援 

瑞浪市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受

け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ地域の実情に応じ、

在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めます。 

 

第６項 車中泊避難者の支援 

瑞浪市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する

場合に備えて、あらかじめ地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努め

るものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広

報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（後略） 

 

第３項 （略） 

 

第４項 避難所運営マニュアルの策定 

瑞浪市は                       、自主防

災組織や施設管理者と協議を行い、避難所ごとに、事前に        

                      「避難所運営マニュア

ル」を策定します。マニュアルの策定にあたっては、車中泊避難者や感染

症等が発生することも想定した対策を検討し、新型コロナウイルス感染

症を含む感染症への対応をまとめたマニュアルについて別途作成し、適

宜更新するよう努めます。また、地域の防災リーダーをはじめ住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するとともに、訓練等を通じて避

難所や資機材に関する必要な知識等について、市民への普及に努めます。

特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関

する普及啓発に努めます。 

（後略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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第７項 避難情報の把握 

瑞浪市は、感染症予防等により避難所以外への多様な避難形態が発生

することを踏まえ、住民の安否や必要な支援についての情報を把握・確認

する体制の構築に努めます。 

また、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ

て実施している状況把握の取組みを円滑に行うことができるよう事前に

実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位

付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよ

う努めます。 

 

第８項 他市町村への広域避難 

瑞浪市は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、平常

時から広域避難及び広域一時滞在の実施に係る検討、他の地方公共団体

との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施され

るよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方

法を含めた手順等を定めるよう、また、住民へ周知するよう努めます。加

えて、他都道府県からの避難者や観光客の受入を想定した避難対策を検

討します。 

（後略） 

 

第９項 感染症の自宅療養者等の避難 

市（危機管理室）は、県保健所と連携し、新型インフルエンザ等感染症

等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時における自宅療養者等の被

災に備えて、災害発生前から、自宅療養者等に対し、居住地が危険エリア

に該当するかを事前にハザードマップ等により確認するよう周知すると

ともに、避難予定先の把握に努めます。また、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者

等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めます。 

これらのことが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生

第５項 避難情報の把握 

瑞浪市は、感染症予防等により避難所以外への多様な避難形態が発生

することを踏まえ、住民の安否や必要な支援についての情報を把握・確認

する体制の構築に努めます。 

                               

                                

                                

                                

       

 

第６項 他市町村への広域避難 

瑞浪市は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、平常

時から広域避難及び広域一時滞在の実施に係る検討、他の地方公共団体

との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施され

るよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方

法を含めた手順等を定めるよう、また、住民へ周知するよう努めます。 

                                

      

（後略） 

 

第７項 感染症の自宅療養者等の避難 

市（危機管理室）は、県保健所と連携し、新型コロナウイルス 感染症

の                       自宅療養者等の被

災に備えて、平時   から、自宅療養者等に対し、居住地が危険エリア

に該当するかを事前にハザードマップ等により確認するよう周知すると

ともに、避難予定先の把握に努めます。また、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者

等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めます。 
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前から関係機関との調整に努めます。 

 

第１０項 デジタル技術を活用した被災者支援 

瑞浪市は、被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な

発行も含め、被災者のニーズに応じたきめ細やかな支援を実施できるよ

う、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプリの活用による

避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、国の

動向も踏まえつつ、導入に向けた調査・研究に努めます。 

市は、指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能とな

る「分散避難システム」等を活用し、指定避難所以外への避難者に対して

も、迅速な支援を行うことができる体制を構築するものとする。また、地

域における防災訓練や研修の場などを通じ、市民に対して「分散避難シス

テム」を広く周知し、災害時における活用を推進します。加えて、国が構

築している「クラウド型被災者支援システム」など、被災者支援に資する

システムの調査・研究に努めます。 

                  

 

（新設） 

２

章

16

節 

47 第１項 捜索機能 

警察は、捜索活動を行うために有効な装備、資機材、車両等の整備に努

めます。その際、陸路進出が困難な場合に備え、資機材等の小型化・軽量

化に配意します。 

 （後略） 

 

第２項 救助・救急機能 

瑞浪市は、救助工作車、救急車等の車両、及び応急処置の実施に必要な

救急救助用資機材等、必要な機械・資機材の整備促進に努めます。その 

際、車両や資機材を小型化・軽量化するなど、被災地の道路状況が悪い場

合や海路・空路を活用して被災地入りする場合も想定した救助用資機材の

整備に留意します。 

（後略） 

第１項 捜索機能 

警察は、捜索活動を行うために有効な装備、資機材、車両等の整備に努

めます。                              

         

（後略） 

 

第２項 救助・救急機能 

瑞浪市は、救助工作車、救急車等の車両、及び応急処置の実施に必要な

救急救助用資機材等、必要な機械・資機材の整備促進に努めます。    

                                  

                                  

          

（後略） 
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２

章

18

節 

49-1

～ 

49-3 

第１項 ライフライン施設の整備 

（前略） 

電気施設、鉄道施設、電話(通信)施設については、関係事業者(中部電力

パワーグリッド株式会社、東海旅客鉄道株式会社、ＮＴＴ西日本株式会社 

 )が、施設の被害を未然に防止するとともに、被害が発生した場合の機能

維持に向け、応急資機材や要員の確保等、必要な対策を実施します。ま

た、停電対策として、道路沿いの電線周囲の危険な立木の伐採等も推進し

ます。 

 

第２項 （略） 

 

第３項 住宅供給・補修体制の整備 

大規模災害時には被災者に対して応急仮設住宅等を供給する必要がある

場合が考えられることから、平常時より、安全性にも配慮しつつ、必要戸

数分の建設可能用地の把握に努めます。また、用地ごとの災害リスク等の

情報把握に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努めます。 

市は、公営住宅の空き家等の把握、民間賃貸住宅の借上げ体制の整備、

住宅の応急補修体制の強化等、住宅供給・補修体制の整備に取り組みま

す。また、災害時に円滑に提供できるようにするため、市町村や協定締結

団体への災害救助法に基づく供与制度の周知と供給体制の強化を図りま 

す。 

 

第４項 食料、飲料水、生活必需品の確保 

瑞浪市は、物資の調達・輸送が平時のようには実施できないという認識

に立って防災備蓄計画の策定を進め、災害が発生した場合に緊急に必要と

なる食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、

段ボールベッド、パーテーション、炊き出し用具、毛布、夏季には冷房器

具、冬季には暖房器具を含める等避難生活に必要な物資や        

        感染症対策に必要な物資等の確保・供給に努めます。ま

第１項 ライフライン施設の整備 

（前略） 

電気施設、鉄道施設、電話(通信)施設については、関係事業者(中部電力

パワーグリッド株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会

社)が、施設の被害を未然に防止するとともに、被害が発生した場合の機能

維持に向け、応急資機材や要員の確保等、必要な対策を実施します。ま

た、停電対策として、道路沿いの電線周囲の危険な立木の伐採等も推進し

ます。 

 

第２項 （略） 

 

第３項 住宅供給・補修体制の整備 

大規模災害時には被災者に対して応急仮設住宅等を供給する必要がある

場合が考えられることから、平常時より、安全性にも配慮しつつ、    

   建設可能用地の把握に努めます。また、             

                                  

         

   公営住宅の空き屋等の把握、民間賃貸住宅の借上げ体制の整備、

住宅の応急補修体制の強化等、住宅供給・補修体制の整備に取り組みま

す。                                

                                  

   

 

第４項 食料、飲料水、生活必需品の確保 

瑞浪市は、物資の調達・輸送が平時のようには実施できないという認識

に立って防災備蓄計画の策定を進め、災害が発生した場合に緊急に必要と

なる食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、

段ボールベッド、パーテーション、炊き出し用具、毛布、夏季には冷房器

具、冬季には暖房器具を含める等避難生活に必要な物資や新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の確保・供給に努めます。ま

商
号
の
変
更
に
よ
る
修
正
・
県
防
災
計
画
修
正
に
整
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た、自助・共助の考え方のもと、家庭、地域、事業所等での自主的備蓄を

推進するとともに、原則として地域完結型の備蓄を心がけるよう努めま

す。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮す

るものとし、例えば、ライフラインが断絶された場合においても、水等を

使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクの確保に努めるとともに、子育て

世代の方などが乳児用液体ミルクに関して正しく理解し、適切に使用でき

るよう、普及啓発を行います。 

 

第５項～第６項 （略） 

 

第７項 支援物資の輸送体制の整備 

瑞浪市は、国や民間物流事業者などと連携し、調達から指定避難所まで

の輸送システムの構築を図るとともに、関係機関との訓練を実施します。 

また、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬

品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の

確保に努めます。 

 

第８項 罹災証明書の発行体制の整備 

（略） 

 

第９項 災害用トイレの確保 

（略） 

た、自助・共助の考え方のもと、家庭、地域、事業所等での自主的備蓄を

推進するとともに、原則として地域完結型の備蓄を心がけるよう努めま

す。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮す

るものとし、例えば、ライフラインが断絶された場合においても、水等を

使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクの確保に努めるとともに、子育て

世代の方などが乳児用液体ミルクに関して正しく理解し、適切に使用でき

るよう、普及啓発を行います。 

 

第５項～第６項 （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第７項 罹災証明書の発行体制の整備 

（略） 

 

第８項 災害用トイレの確保 

（略） 

２

章

20

節 

51-3 第４項 要配慮者に配慮した施設・設備の整備 

（前略） 

市は、二次避難を行うべき場合やその対象者を整理し、被災者を受け入

れ可能なホテル・旅館等の確保に努めます。また、バスなど被災者の移送

手段を確保し、二次避難についての被災者の意向を把握するよう努めま 

す。 

さらに、被災者の希望を踏まえたホテル・旅館等のマッチング、ホテ

第４項 要配慮者に配慮した施設・設備の整備 

（前略） 
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ル・旅館等への移送、二次避難先での継続的な支援等についても検討しま

す。 

 

第５項 （略） 

 

第６項 要配慮者に対する防災知識の普及・啓発 

（前略） 

災害に対する知識が乏しく、地理に不案内で、日本語の理解も十分でな

い外国人については、平常時から多様な言語や手段・経路を通じての基礎

的防災情報(広報紙、防災マップ等)の提供を行い、防災知識の普及を図り

ます。外国人防災リーダーを防災講座等に講師として派遣するなど、地域

の外国人に対する防災啓発の強化を推進します。また、インターネット、

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など多種多様な手段

を用い、多言語での災害情報等の提供にも努めます。 

 

第７項 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の避難対策 

浸水想定区域に指定された地区については、瑞浪市は、それぞれの浸水

想定区域ごとに、河川水位情報の伝達方法、避難場所をはじめ、円滑かつ

迅速な避難の確保を図る上で必要な事項を定めます。また、浸水想定区域

内にある要配慮者利用施設(病院、授産施設等、一覧は資料編を参照)につ

いても、利用者が円滑かつ迅速に避難できるよう、洪水予報等を防災行政

無線、防災ラジオ、絆メールなどで伝達します。区域内の要配慮者利用施

設の管理者は、関係機関の協力を得て、洪水時等に必要な訓練その他の措

置に関する避難確保計画等を作成又は変更し、公表するとともに、当該避

難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成又は変更した避難

確保計画及び実施した避難訓練の結果について市に報告します。 

（後略） 

 

第８項 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難対策 

土砂災害警戒区域に指定された地区については、警戒区域ごとに、土砂

                                  

   

 

第５項 （略） 

 

第６項 要配慮者に対する防災知識の普及・啓発 

（前略） 

災害に対する知識が乏しく、地理に不案内で、日本語の理解も十分でな

い外国人については、平常時から多様な言語や手段・経路を通じての基礎

的防災情報(広報紙、防災マップ等)の提供を行い、防災知識の普及を図り

ます。                               

                      また、インターネット、

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など多種多様な手段

を用い、多言語での災害情報等の提供にも努めます。 

 

第７項 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の避難対策 

浸水想定区域に指定された地区については、瑞浪市は、それぞれの浸水

想定区域ごとに、河川水位情報の伝達方法、避難場所をはじめ、円滑かつ

迅速な避難の確保を図る上で必要な事項を定めます。また、浸水想定区域

内にある要配慮者利用施設(病院、授産施設等、一覧は資料編を参照)につ

いても、利用者が円滑かつ迅速に避難できるよう、洪水予報等を防災行政

無線、防災ラジオ、絆メールなどで伝達します。区域内の要配慮者利用施

設の管理者は、関係機関の協力を得て、洪水時等に必要な訓練その他の措

置に関する避難確保計画等を策定し、遅滞なく市に報告するとともに、当

該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するとともに、その結果を   

                     市に報告します。 

（後略） 

 

第８項 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難対策 

土砂災害警戒区域に指定された地区については、警戒区域ごとに、土砂
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災害に関する情報の収集及び伝達方法、避難場所をはじめ、円滑かつ迅速

な避難の確保を図る上で必要な事項を定めます。また、土砂災害警戒区域

内にある要配慮者利用施設(病院、授産施設等、一覧は資料編を参照)につ

いても、利用者が円滑かつ迅速に避難できるよう、土砂災害に関する情報

を防災行政無線、防災ラジオ、絆メールなどで伝達します。区域内の要配

慮者利用施設の管理者は、関係機関の協力を得て、土砂災害に係る必要な

訓練その他の措置に関する避難確保計画等を作成又は変更し、公表すると

ともに、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成又

は変更した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市に報告し

ます。 

（後略） 

災害に関する情報の収集及び伝達方法、避難場所をはじめ、円滑かつ迅速

な避難の確保を図る上で必要な事項を定めます。また、土砂災害警戒区域

内にある要配慮者利用施設(病院、授産施設等、一覧は資料編を参照)につ

いても、利用者が円滑かつ迅速に避難できるよう、土砂災害に関する情報

を防災行政無線、防災ラジオ、絆メールなどで伝達します。区域内の要配

慮者利用施設の管理者は、関係機関の協力を得て、土砂災害に係る必要な

訓練その他の措置に関する避難確保計画等を作成し、遅滞なく市に報告し

ます。また、当該計画に基づき避難誘導等の訓練を実施するとともに、そ

の結果を                        市に報告し

ます。 

（後略） 

３

章

１

節 

55～

57 
第１項  災害対策本部運用計画 

１ 災害時の体制と災害対策本部の設置基準 

 （略） 

 基  準 体制をとる部(班) 

準
備
体
制 

①大雨・洪水のいずれかの注
意報が発表された場合 

②市内で震度３の地震を観
測した場合 

③南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）が発表さ
れた場合 

風水害時  
①建設部 
②消防部 
③必要に応じて危機管理室 
 
地震時  
①危機管理室（コミュニティー班含む） 
②建設部 
③経済部 
④消防部 
⑤必要に応じて各施設管理者  
 
南海トラフ地震臨時情報 
（巨大地震注意）発表時 
①危機管理室 
②消防部 
※その他職員は自宅で情報収集し参集に備
える。 

第１項  災害対策本部運用計画 

１ 災害時の体制と災害対策本部の設置基準 

 （略） 

 基  準 体制をとる部(班) 

準
備
体
制 

①大雨・洪水のいずれかの注
意報が発表された場合 

②市内で震度３の地震を観
測した場合 

③南海トラフ地震臨時情報
（調査中   ）が発表さ
れた場合 

風水害時  
①建設部 
②消防部 
③必要に応じて危機管理室 
 
地震時  
①危機管理室（コミュニティー班含む） 
②建設部 
③経済部 
④消防部 
⑤必要に応じて各施設管理者  
 
            
            
       
     
                  
     

所
管
部
䥹
危
機
管
理
室
䥺
修
正
意
見 



 20 

第
１
警
戒
体
制 

①大雨・洪水・暴風のうち、
いずれかの警報が発表され
た場合 

②南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）が発表さ
れた場合 

③市長がこの体制を命じた
場合 

風水害時 
①危機管理室 
②建設部 
③経済部 
④健康福祉部 
⑤教育委員会 
⑥消防部 
⑦必要に応じて各施設管理者 
 
南海トラフ地震臨時情報 
（巨大地震警戒）発表時 
①危機管理室 
②建設部 
③経済部 
④健康福祉部 
⑤教育委員会 
⑥消防部 
⑦必要に応じて各施設管理者 
※その他職員は自宅で情報収集し参集に備
える。 

第
２
警
戒
体
制 

①大雨・洪水・暴風のうち、
いずれかの警報が発表さ
れ、かつ雨量、河川水位の
状況から災害の発生が予想
される場合 

②市内で震度４又は５弱の
地震を観測した場合 

              
              
      
③近隣で原災法第 10 条に該
当しない事故が発生した場
合 

④原子力事業所において警
戒事象が発生し、本市に影
響のおそれがある場合 

⑤市長がこの体制を命じた
場合 

①危機管理室長、みずなみ未来部長、健康
福祉部長、経済部長、建設部長、教育委員
会事務局長、消防長 

②【危機管理室】全員、コミュニティー班 
③【みずなみ未来部】生涯学習班、スポーツ
文化班 

④【健康福祉部】社会福祉班、こども家庭
班、高齢福祉班、健康づくり班 

⑤【経済部】農林班、清掃班 
⑥【建設部】全班 
⑦【教育委員会】教育総務班、学校教育班、 
⑧【消防部】全班 
⑨必要に応じて各施設管理者 
⑩市長が指示する班 
（地震の場合は、各施設管理者） 
※勤務時間外の参集連絡は、各班長を通じ
電話で連絡をする。 

第
１
警
戒
体
制 

①大雨・洪水・暴風のうち、
いずれかの警報が発表され
た場合 

              
              
      
②市長がこの体制を命じた
場合 

     
①危機管理室 
②建設部 
③経済部 
④健康福祉部 
⑤教育委員会 
⑥消防部 
⑦必要に応じて各施設管理者 
 
            
            
       
     
     
       
       
     
              
                  
     

第
２
警
戒
体
制 

①大雨・洪水・暴風のうち、
いずれかの警報が発表さ
れ、かつ雨量、河川水位の
状況から災害の発生が予想
される場合 

②市内で震度４又は５弱の
地震を観測した場合 

③南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）が発表さ
れた場合 

④近隣で原災法第 10 条に該
当しない事故が発生した場
合 

⑤原子力事業所において警
戒事象が発生し、本市に影
響のおそれがある場合 

⑤市長がこの体制を命じた
場合 

①危機管理室長、みずなみ未来部長、健康
福祉部長、経済部長、建設部長、教育委員
会事務局長、消防長 

②【危機管理室】全員、コミュニティー班 
③【みずなみ未来部】生涯学習班、スポーツ
文化班 

④【健康福祉部】社会福祉班、こども家庭
班、高齢福祉班、健康づくり班 

⑤【経済部】農林班、清掃班 
⑥【建設部】全班 
⑦【教育委員会】教育総務班、学校教育班、 
⑧【消防部】全班 
⑨必要に応じて各施設管理者 
⑩市長が指示する班 
（地震の場合は、各施設管理者） 
※勤務時間外の参集連絡は、各班長を通じ
電話で連絡をする。 
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第
１
非
常
体
制 

①土砂災害警戒情報が発表

された場合 

②特別警報に準ずる気象現

象が発生した場合 

③災害が発生し、大規模な被

害が予想される場合 

④地元の要請により、消防団

の呼集を行う場合 

              

              

      

⑤近隣で原災法第 10 条に該

当する事故が発生した場合 

⑥原子力事業所において特

定事象が発生し、本市に影

響のおそれがある場合 

⑦市内で航空機事故、高速道

路多重事故、鉄道事故、大

規模建物火災、大規模林野

火災、集団救急事案が発生

した場合（それぞれ実状に

応じた非常参集体制、状況

に応じて第２非常体制へ移

行する。） 

⑧市長がこの体制を命じた

場合 

①災害対策本部員 

②【危機管理室】全員、コミュニティー班 

③【総務部】秘書班、税務班、市民班 

④【みずなみ未来部】生涯学習班、スポーツ

文化班 

⑤【健康福祉部】社会福祉班、こども家庭

班、高齢福祉班、保険年金班、健康づくり

班 

⑥【経済部】農林班、清掃班 

⑦【建設部】全班 

⑧【教育委員会】教育総務班、学校教育班、 

⑨【消防部】全班 

⑩市長が指示する班 

 

※勤務時間外の参集連絡は、各班長を通じ

電話で連絡をする 

 

災害別の体制と災害対策本部の設置基準 

風水害時 

※別紙１のとおり変更する 

 

地震時 

※別紙２のとおり変更する 

 

南海トラフ地震臨時情報発表時 

※別紙３のとおり変更する 

第
１
非
常
体
制 

①土砂災害警戒情報が発表

された場合 

②特別警報に準ずる気象現

象が発生した場合 

③災害が発生し、大規模な被

害が予想される場合 

④地元の要請により、消防団

の呼集を行う場合 
⑤南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）が発表さ
れた場合 

⑥近隣で原災法第 10 条に該

当する事故が発生した場合 

⑦原子力事業所において特

定事象が発生し、本市に影

響のおそれがある場合 

⑧市内で航空機事故、高速道

路多重事故、鉄道事故、大

規模建物火災、大規模林野

火災、集団救急事案が発生

した場合（それぞれ実状に

応じた非常参集体制、状況

に応じて第２非常体制へ移

行する。） 

⑨市長がこの体制を命じた

場合 

①災害対策本部員 

②【危機管理室】全員、コミュニティー班 

③【総務部】秘書班、税務班、市民班 

④【みずなみ未来部】生涯学習班、スポーツ

文化班 

⑤【健康福祉部】社会福祉班、こども家庭

班、高齢福祉班、保険年金班、健康づくり

班 

⑥【経済部】農林班、清掃班 

⑦【建設部】全班 

⑧【教育委員会】教育総務班、学校教育班、 

⑨【消防部】全班 

⑩市長が指示する班 

 

※勤務時間外の参集連絡は、各班長を通じ

電話で連絡をする 

  

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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３
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62～

63 
第５項 広域応援体制の確立 

１ 広域応援体制の確立 

（前略） 

また、必要に応じて、「緊急消防援助隊」「広域航空消防応援」     

                              「岐阜

県ドクターヘリ事業に関する協定(平成２３年２月９日施行)」の活用も検

討し、円滑な防災対策の実施を期します。 

２ （略） 

３ 応援職員の派遣及び受入対策 

瑞浪市は、応援職員を他団体へ派遣する場合又は他団体から受け入れる

場合には、応援職員に対し、派遣期間中の感染症対策及び派遣期間前後に

おける体調確認の実施を徹底させるともに、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に

配慮します。また、応援職員等が宿泊場所を確保することが困難な場合

に、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や宿泊に供する車両を設置でき

る空き地などの確保に配慮します。 

第５項 広域応援体制の確立 

１ 広域応援体制の確立 

（前略） 

また、必要に応じて、「緊急消防援助隊」「広域航空消防応援」「県立多治

見病院ＤＭＥＲＣに関わる相互応援協定(平成２１年９月１日施行)」「岐阜

県ドクターヘリ事業に関する協定(平成２３年２月９日施行)」の活用も検

討し、円滑な防災対策の実施を期します。 

２ （略） 

３ 応援職員の派遣及び受入対策 

瑞浪市は、応援職員を他団体へ派遣する場合又は他団体から受け入れる

場合には、応援職員に対し、派遣期間中の感染症対策及び派遣期間前後に

おける体調確認の実施を徹底させるともに、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に

配慮します。                            

                                  

                 

所
管
部
䥹
警
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見
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３
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３
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64 第１項 道路交通対策 

１ （略） 

２ 道路施設等の応急復旧 

市が管理する道路施設が被害を受けたり、危険な状態となったりした場

合は、できる限り速やかに被害拡大の防止又は応急復旧を行います。復旧

作業の実施に当たり、路上の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整

備を含み、また、火山災害における火山噴出物の除去及び雪害における除

雪を含む。）が必要な場合には、警察機関、消防機関、自衛隊、瑞浪市建設

業協会等の協力を得て実施します。 

（後略） 

 

 

第１項 道路交通対策 

１ （略） 

２ 道路施設等の応急復旧 

市が管理する道路施設が被害を受けたり、危険な状態となったりした場

合は、できる限り速やかに被害拡大の防止又は応急復旧を行います。復旧

作業の実施に当たり、路上の障害物の除去               

                                  

     が必要な場合には、警察機関、消防機関、自衛隊、瑞浪市建設

業協会等の協力を得て実施します。 

（後略） 

県
防
災
計
画
修
正
に
整
合 
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３

章

５

節 

74 第２項 消防計画 

１ （略） 

２ 活動における感染症対策 

災害現場で活動する各機関は、               感染症対

策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底します。 

第２項 消防計画 

１ （略） 

２ 活動における感染症対策 

災害現場で活動する各機関は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底します。 

県
防
災
計
画
修
正

に
整
合 

３

章

６

節 

83～

84 
第２項 避難計画 

１～９ （略） 

１０ 避難所の開設及び収容保護 

社会福祉・教育各班(教育総務班、学校教育班)は、避難所を開設した場

合、速やかに県支部総務班を経由して県本部防災班に連絡するとともに、

その後の収容状況を毎日報告します。また、避難所には、本部職員を駐在

員として派遣します。駐在員は、社会福祉・教育各班の指示に従い、収容

状況の把握、飲料水・食料品・生活必需品等の配分、防疫清掃等衛生管理

等、避難所の管理と収容者の保護にあたります。また、必要に応じ、被災

者支援等の観点から避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努

めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよ

う、連携に努めます。 

市本部は、指定避難所における               感染症

対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めます。 

市は、被災地において、               感染症の発

生、拡大がみられる場合は、危機管理室と社会福祉・教育各班及び健康づ

くり班が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めます。

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、社会福祉・

教育各班及び健康づくり班は、危機管理室に対し、避難所の運営に必要な

情報を共有します。 

（中略） 

市本部は、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等につ

いて、避難者、市民、自主防災組織等の協力が得られるよう努めます。ま

第２項 避難計画 

１～９ （略） 

１０ 避難所の開設及び収容保護 

社会福祉・教育各班(教育総務班、学校教育班)は、避難所を開設した場

合、速やかに県支部総務班を経由して県本部防災班に連絡するとともに、

その後の収容状況を毎日報告します。また、避難所には、本部職員を駐在

員として派遣します。駐在員は、社会福祉・教育各班の指示に従い、収容

状況の把握、飲料水・食料品・生活必需品等の配分、防疫清掃等衛生管理

等、避難所の管理と収容者の保護にあたります。また、必要に応じ、   

         避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努

めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよ

う、連携に努めます。 

市本部は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めます。 

市は、被災地において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発

生、拡大がみられる場合は、危機管理室と社会福祉・教育各班及び健康づ

くり班が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めます。

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、社会福祉・

教育各班及び健康づくり班は、危機管理室に対し、避難所の運営に必要な

情報を共有します。 

（中略） 

市本部は、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等につ

いて、避難者、市民、自主防災組織等の協力が得られるよう努めます。ま

県
防
災
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画
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た、避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食料や水等を受取りに来

ている被災者等に係る情報を「分散避難システム」等を活用し早期把握に

努めるとともに、特に負傷者、災害遺児、衰弱した高齢者、障がい者等の

要配慮者の所在把握に努め、必要な保護を講じます(要配慮者の健康状態把

握と要配慮者への情報提供には十分配慮)。さらに、避難所における生活環

境に注意を払い、常に良好なものとなるよう努めます。そのため、避難所

開設当初からパーテーションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する

よう努めるとともに、食事供与の状況、下水道又は浄化槽の排水経路等を

踏まえたトイレの設置・使用可能状況等の把握に努め、必要な対策を講じ

ます。また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等にも配慮

します。 

社会福祉・教育各班は、危機管理室を通じて、避難者の収容保護に必要

な物資を確保するとともに、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置

するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトラック等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めます。必要な物資等の確保が困難な場合

は、危機管理室が県支部総務班を通じ県本部防災班に要請します。 

（中略） 

市本部は、自宅や親戚・知人宅等の指定避難所以外に避難した避難者、

在宅避難者及び車中泊避難者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健

師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の

伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めます。また、支援拠点

や車中泊避難スペースが設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物

資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者

支援に係る情報を提供します。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必

要な支援の実施等に配慮するよう努めます。 

なお、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況に

よっては、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を促します。 

た、避難者に係る情報の                       

                            早期把握に

努めるとともに、特に負傷者、災害遺児、衰弱した高齢者、障がい者等の

要配慮者の所在把握に努め、必要な保護を講じます(要配慮者の健康状態把

握と要配慮者への情報提供には十分配慮)。さらに、避難所における生活環

境に注意を払い、常に良好なものとなるよう努め、必要な保護を講じます

(要配慮者の健康状態把握と要配慮者への情報提供には十分配慮)。さら

に、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとなるよう努

めるとともに、                           

      避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等にも配慮

します。 

社会福祉・教育各班は、危機管理室を通じて、避難者の収容保護に必要

な物資を確保するとともに、仮設トイレの設置等を行います。      

                                  

                 必要な物資等の確保が困難な場合

は、危機管理室が県支部総務班を通じ県本部防災班に要請します。 

（中略） 

市本部は、自宅や親戚・知人宅等の指定避難所以外に避難した被災者  

             に対しても、食料等必要な物資の配布、保健

師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の

伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めます。        

                                  

                                  

                                  

                     

なお、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況に

よっては、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を促します。 
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３
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87 第６項 生活必需物資供給計画 

１ （略） 

２ 生活必需物資の集積・配分 

物資の集積・配分場所となる地域内輸送拠点は、市民体育館、瑞浪中央

公園とします。ただし、災害時の近辺の道路渋滞・混雑を緩和するため、

必要に応じて他の適切な場所へ配送拠点を分散させる等の方策をとりま

す。また、地域内輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に

必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努めます。 

第６項 生活必需物資供給計画 

１ （略） 

２ 生活必需物資の集積・配分 

物資の集積・配分場所となる地域内輸送拠点は、市民体育館、瑞浪中央

公園とします。ただし、災害時の近辺の道路渋滞・混雑を緩和するため、

必要に応じて他の適切な場所へ配送拠点を分散させる等の方策をとりま

す。                                
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89 第７項 応急住宅対策 

１から４ （略） 

５ 応急仮設住宅の運営管理 

 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、複合災害に備えるため、仮設住

宅の入居者に対し避難場所、避難経路、ハザードマップ等の周知に努める

ほか、安心・安全の確保、心のケアを通じた孤独死や引きこもり等の防

止、入居者によるコミュニティの形成に努めます。孤独死の防止等のため

のアフターケアに必要な入居者情報の第三者提供についても、事前に同意

を得る等の配慮をします。加えて、女性やこどもをはじめとする生活者の

意見の反映(運営への女性やこどもの参画を推進)、要配慮者のニーズへの

対応、家庭動物の受け入れ(必要な場合)にも配慮します。 

第７項 応急住宅対策 

１から４ （略） 

５ 応急仮設住宅の運営管理 

 応急仮設住宅の運営管理に当たっては                

                                  

  、安心・安全の確保、心のケアを通じた孤独死や引きこもり等の防

止、入居者によるコミュニティの形成に努めます。孤独死の防止等のため

のアフターケアに必要な入居者情報の第三者提供についても、事前に同意

を得る等の配慮をします。加えて、女性    をはじめとする生活者の

意見の反映(運営への女性    の参画を推進)、要配慮者のニーズへの

対応、愛玩動物の受け入れ(必要な場合)にも配慮します。 
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90 第８項 医療・助産計画 

１ 災害時の医療・助産 

災害が発生し平常の医療が不可能又は困難となった場合、市は、公立東

濃中部医療センター及び土岐医師会        をもって医療班を編

成し、応急医療、助産救助を実施します。医療班は、健康づくり班の要請

によって、市の設置する救護所等において診療にあたります。救護所とし

て適当な施設がない場合は天幕等により野外に設置した現地救護所におい

て診察にあたります。なお、医療班が出動し、救助に従事したときは、記

録を作成し、健康づくり班に提出します。 

第８項 医療・助産計画 

１ 災害時の医療・助産 

災害が発生し平常の医療が不可能又は困難となった場合、市は、    

           土岐医師会及び東濃厚生病院をもって医療班を編

成し、応急医療、助産救助を実施します。医療班は、健康づくり班の要請

によって、市の設置する救護所等において診療にあたります。救護所とし

て適当な施設がない場合は天幕等により野外に設置した現地救護所におい

て診察にあたります。なお、医療班が出動し、救助に従事したときは、記

録を作成し、健康づくり班に提出します。 
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97～

99 
第１４項 清掃計画 

１ （略） 

２ ゴミ収集・処理方法 

（前略） 

また、災害発生時に河川に流出したごみは、適切に撤去・処分を行い、

河川環境の保全を図ります。 

３ （略） 

４ 災害廃棄物の発生への備え 

（前略） 

市は「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保するために必要となる演習

及び研修を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図ります。加えて、大量

の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立や民間連携の促進等に努

めます。 

（後略） 

５～６ （略） 

７ その他関連対策 

（１）野外便所の仮設 

避難所施設等に伴う野外仮設便所は、原則としてマンホールトイレ、ま

たは、し尿貯留槽が装備された便所(仮設トイレ、簡易トイレ、トイレカ

ー、トイレトラック等)を設置します。ただし、これにより難い場合は災害

用簡易トイレを設置します。なお、トイレの数は避難人員 50 人当たり 1 基

以上とし、男女別に設置することを基本とします。 

第１４項 清掃計画 

１ （略） 

２ ゴミ収集・処理方法 

（前略） 

                                 

              

３ （略） 

４ 災害廃棄物の発生への備え 

（前略） 

                                 

                           加えて、大量

の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立や民間連携の促進等に努

めます。 

（後略） 

５～６ （略） 

７ その他関連対策 

（１）野外便所の仮設 

避難所施設等に伴う野外仮設便所は、原則としてマンホールトイレ、ま

たは、し尿貯留槽が装備された便所(仮設トイレ            

          )を設置します。ただし、これにより難い場合は災害

用簡易トイレを設置します。なお、トイレの数は避難人員 50 人当たり 1 基

以上とし、男女別に設置することを基本とします。 
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101-

1 ～

101-

2 

第１８項 その他の被災者の保護計画 

１ 保健活動・精神保健対策 

（前略） 

市は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時

感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請します。 

２～４ （略） 

５ 被災者に対する国民健康保険等の給付 

第１８項 その他の被災者の保護計画 

１ 保健活動・精神保健対策 

（前略） 

                                 

                              

２～４ （略） 

５ 被災者に対する国民健康保険等の給付 
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災害救助法による医療の救助は、国民健康保険その他各種制度に優先し

て給付されますが、医療機関の平常化(原則的に災害発生後１４日以内)を

待って平常の医療制度へと移行されます。そのため、災害によって資格確

認書等を紛失した者や資格確認書等が使用不能となった者に関し、保険年

金班、その他関係機関は、とりあえず医療機関と連絡をとって資格確認書

等のないまま給付ができるように努めるとともに、できる限り速やかに資

格確認書等の再交付を行います。 

災害救助法による医療の救助は、国民健康保険その他各種制度に優先し

て給付されますが、医療機関の平常化(原則的に災害発生後１４日以内)を

待って平常の医療制度へと移行されます。そのため、災害によって被保険

者証 を紛失した者や被保険者証 が使用不能となった者に関し、保険年

金班、その他関係機関は、とりあえず医療機関と連絡をとって保険証   

 のないまま給付ができるように努めるとともに、できる限り速やかに被

保険者証 の再交付を行います。 

３

章

８

節 

105 第３項 通信施設の応急対策 

１ 通信施設の応急復旧 

 ＮＴＴ西日本株式会社 (以下「ＮＴＴ西日本」という。)は、災害によ

って通信施設に被害が発生した場合等には、被害状況の早期把握に努め、

速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等を関

係機関に共有するとともに、応急対策を実施して通信機能の確保を図りま

す。被災した通信施設の応急復旧にあたっては、地域の災害対策に寄与す

るため、災害対策機関の緊急連絡通信の確保を優先して行います。市本部

長は、孤立地域や特に通信確保を必要とする施設等がある場合、ＮＴＴ西

日本岐阜支店に早期復旧を要請します。また、ＮＴＴ西日本岐阜支店は、

災害によって市地域の公衆電気通信設備に被害が発生したときは、速やか

に被害状況を危機管理室に報告します。 

第３項 通信施設の応急対策 

１ 通信施設の応急復旧 

 西日本電信電話株式会社(以下「ＮＴＴ西日本」という。)は、災害によ

って通信施設に被害が発生した場合等には、被害状況の早期把握に努め、

速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等を関

係機関に共有するとともに、応急対策を実施して通信機能の確保を図りま

す。被災した通信施設の応急復旧にあたっては、地域の災害対策に寄与す

るため、災害対策機関の緊急連絡通信の確保を優先して行います。市本部

長は、孤立地域や特に通信確保を必要とする施設等がある場合、ＮＴＴ西

日本岐阜支店に早期復旧を要請します。また、ＮＴＴ西日本岐阜支店は、

災害によって市地域の公衆電気通信設備に被害が発生したときは、速やか

に被害状況を危機管理室に報告します。 
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111 １ 入所者の安全確保 

（前略） 

また、こども園において、乳児・幼児の安全の確保しつつ保育を継続す

ることが困難な場合は、臨時休園とし、乳児・幼児を直接保護者へ引渡す

等必要な措置をとります。その他の社会福祉施設については、入所者を一

時安全な場所で保護し、実情に応じた措置をとります。 

（後略） 

 

 

１ 入所者の安全確保 

（前略） 

また、幼児園 において、乳児・幼児の安全の確保しつつ保育を継続す

ることが困難な場合は、臨時休園とし、乳児・幼児を直接保護者へ引渡す

等必要な措置をとります。その他の社会福祉施設については、入所者を一

時安全な場所で保護し、実情に応じた措置をとります。 

（後略） 
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３

章

11

節 

112 第１１節 家庭動物 の救援 

１ 家庭動物 の救援方針 

災害発生時には、飼い主不明又は負傷した家庭動物（一般家庭において

愛玩等の目的で飼養保管されている犬、猫 等の動物） が多数生じると

同時に、多くの被災者が家庭動物を伴い避難所に避難してくることが予想

されます。 

（後略） 

２ 救援の実施 

（１）被災地域における動物の保護 

獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランティア等と協力して、飼い主不

明又は負傷した家庭動物の保護、収容、救護等を行います。 

 

（２）動物の適正な飼養体制の確保等 

指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、

適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む

避難状況等の把握に努めます。 

飼い主とともに避難した家庭動物については、収容施設を避難所の隣接

地に設置するよう努めるものとします。 

第１１節 愛玩動物等の救援 

１ 愛玩動物等の救援方針 

災害発生時には、飼い主不明又は負傷した愛玩動物（一般家庭において

愛玩等の目的で飼養保管されている犬、ねこ等の動物）等が多数生じると

同時に、多くの被災者が愛玩動物を伴い避難所に避難してくることが予想

されます。 

（後略） 

２ 救援の実施 

（１）被災地域における動物の保護 

獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランティア等と協力して、飼い主不

明又は負傷した愛玩動物の保護、収容、救護等を行います。 

 

（２）動物の適正な飼養体制の確保  

                                 

                                  

               

飼い主とともに避難した愛玩動物については、収容施設を避難所の隣接

地に設置するよう努めるものとします。 
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113 第２項 復興計画の策定・推進 

１ （略） 

２ 復興推進体制の確立 

市及びその他防災関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画

及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ災害復旧・復興対策体制

の整備を図るとともに、被災施設の復旧事業を迅速かつ円滑に実施・支援

します。また、市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、

国、他の地方公共団体等に対し、職員の派遣その他の協力を求めます。特

に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、

復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討します。 

 

第２項 復興計画の策定・推進 

１ （略） 

２ 復興推進体制の確立 

市及びその他防災関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及

び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ災害復旧・復興対策体制の

整備を図るとともに、被災施設の復旧事業を迅速かつ円滑に実施・支援し

ます。また、市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、

他の地方公共団体等に対し、職員の派遣その他の協力を求めます。特に、

他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復

旧・復興支援技術職員派遣制度を活用       します。 
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118 第３項 その他の被災者支援策 

１ 要保護児童への措置 

こども家庭班及び学校教育班は、災害において保育に欠ける児童がある

ときは、速やかに保育施設に入所させ保育を行います。また、災害による

死亡等により保護者を失った児童があるときは、親族による養育をさぐる

とともに、県子ども相談センターと連携し、児童養護施設等に保護しま

す。 

第３項 その他の被災者支援策 

１ 要保護児童への措置 

こども家庭班及び学校教育班は、災害において保育に欠ける児童がある

ときは、速やかに保育所 に入所させ保育を行います。また、災害による

死亡等により保護者を失った児童があるときは、親族による養育をさぐる

とともに、県子ども相談センターと連携し、児童養護施設等に保護しま

す。 
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《令和７年度》 瑞浪市地域防災計画新旧対照表 【資料集】 

資
料
集 

2 (3) 本部長・参集基準等一覧表 

  

※別紙４のとおり変更する 

 所
管
部
䥹
危
機
管

理
室
䥺
修
正
意
見 

資
料
集 

4 2.組織図 

(1)準備体制の組織図 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時 

 

 

 

2.組織図 

(1)準備体制の組織図 

（新設） 

所
管
部
䥹
危
機
管
理
室
䥺

修
正
意
見 

資
料
集 

5 (2)第１警戒体制の組織図 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当番表による担当職員は、勤務時間外に大雨・洪水・暴風警報及び南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）のいずれかが発表されたときは、

速やかに本体制を確保し、危機管理室長(総務部長)、必要に応じて健康

福祉部長、建設部長へ連絡する。 

(2)第１警戒体制の組織図 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当番表による担当職員は、勤務時間外に大雨・洪水・暴風警報     

                のいずれかが発表されたときは、

速やかに本体制を確保し、危機管理室長(総務部長)、必要に応じて健康

福祉部長、建設部長へ連絡する。 

所
管
部
䥹
危
機
管
理
室
䥺
修
正
意
見 

危機管理室 1名

建設部 1名

危機管理室次長 経済部 1名

健康福祉部 1名

教育委員会 1名

消防部

危機管理室

消防部

1名
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資
料
集 

13 (6) 指定公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

ＮＴＴ西日本株式会社 

（岐阜支店災害対策室）、

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社、

株式会社ＮＴＴドコモ、Ｋ

ＤＤＩ株式会社、ソフトバ

ンク株式会社、楽天モバイ

ル株式会社 

１ 電気通信施設の耐震化等整備と防災管理 

２ 災害時における緊急通話の取扱い 

３ 被災施設の調査と復旧 

 

(6) 指定公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

西日本電信電話株式会社

（岐阜支店災害対策室）、

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社、

株式会社ＮＴＴドコモ、Ｋ

ＤＤＩ株式会社、ソフトバ

ンク株式会社、楽天モバイ

ル株式会社 

１ 電気通信施設の耐震化等整備と防災管理 

２ 災害時における緊急通話の取扱い 

３ 被災施設の調査と復旧 

 

商
号
の
変
更
に
よ
る
修
正 

資
料
集 

14 (7) 指定地方公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

公立東濃中部医療

センター 

(一社)土岐医師会 

       

瑞浪歯科医師会 

瑞浪市薬剤師会 

１ 医療及び助産活動 

２ 防疫及び遺体の検案の協力 

３ 医薬品の調剤、適正使用及び医薬品の管理 

 

(7) 指定地方公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

         

     

(一社)土岐医師会 

東濃厚生病院 

瑞浪歯科医師会 

瑞浪市薬剤師会 

１ 医療及び助産活動 

２ 防疫及び遺体の検案の協力 

３ 医薬品の調剤、適正使用及び医薬品の管理 

 

病
院
の
統
合
に
よ
る
修
正 
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《令和７年度》 瑞浪市地域防災計画新旧対照表 【マニュアル編】 

 

  

M
3
-
06
-
0
8 

M-33 

 

 

 

 

 

M-34 

M3-06-08 医療・助産計画 

風水害時 業務内容の欄 

1-1-1 被災現地において応急医療、助産救助を実施するため、地域内

の医療関係者（公立東濃中部医療センター、土岐医師会   

    等）をもって医療班を編成させる 

 

地震時 班の欄 

6-1  公立東濃中部医療センター及び土岐医師会        

に、医療班の派遣を要請する 

M3-06-08 医療・助産計画 

風水害時 業務内容の欄 

1-1-1 被災現地において応急医療、助産救助を実施するため、地域内

の医療関係者（            、土岐医師会、東

濃厚生病院等）をもって医療班を編成させる 

 

地震時 班の欄 

6-1                土岐医師会及び東濃厚生病院

に、医療班の派遣を要請する 

病
院
の
統
合
に
よ
る
修
正 

M
3
-
10
-
0
1 

M-59 業務内容の欄 

1-1-2 こども園等において、保育を継続することにより乳児・幼児の

安全の確保が困難な場合、臨時休園とし、乳児・幼児を直接

保護者へ引渡す等必要な措置をとる 

業務内容の欄 

1-1-2 幼児 園等において、保育を継続することにより乳児・幼児の

安全の確保が困難な場合、臨時休園とし、乳児・幼児を直接

保護者へ引渡す等必要な措置をとる 

組
織
の
変
更

に
よ
る
修
正 
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《令和７年度》 瑞浪市地域防災計画新旧対照表 【資料編】 

目
次

 

ⅰ～

ⅲ 
（略） 

S3-01-01-10 鉄道災害発生時の情報伝達系統・・・・・・・・S-49 

（略） 

S3-04-03-09 防災ラジオ通信施設・・・・・・・・・・・・・S-108 

（略） 

S3-05-03-03 水害時等の土取場・・・・・・・・・・・・・・S-118-1 

S3-05-03-04 浸水想定区域内要配慮者利用施設 ・・・・・・S-118-1 

（略） 

S3-06-08-02   医療機関一覧・・・・・・・・・・・・・・S-156 

（略） 

（略） 

S3-01-01-10 鉄道災害発生時の情報伝達系統・・・・・・・・S-48 

（略） 

S3-04-03-09 防災ラジオ通信施設・・・・・・・・・・・・・S-107 

（略） 

S3-05-03-03 水害時等の土取場・・・・・・・・・・・・・・S-117 

S3-05-03-04 浸水想定区域内要配慮者利用施設 ・・・・・・S-118  

（略） 

S3-06-08-02 市内医療機関一覧・・・・・・・・・・・・・・S-157 

（略） 

目
次
の
修
正 

S
1
-
04
-
0
1
-
01
 

S-3

～

S6-1 

S1-04-01-01 岐阜県災害対策本部（県本部・県支部）組織表 

(１)岐阜県災害対策本部（県本部）      令和７年４月１日時点 

部名 部長、副部長担当

職 

班名 班長担当職 

（略） （略） （略） （略） 

総務部 （略） （略） （略） 

総 合 企

画部   

  

【部長】総合企画部

長   

【副部長】総合企画

部次長   

総合政策班   

    

総合政策課長  

     

SDGs 推進班 SDGs 推進課長 

（略） （略） 

市町村班 市町村課長 

未来創成班 未来創成課長 

                

  

                

  

        

      

        

       

デジタル戦略推 デジタル戦略推

S1-04-01-01 岐阜県災害対策本部（県本部・県支部）組織表 

(１)岐阜県災害対策本部（県本部）      令和６年４月１日時点 

部名 部長、副部長担当

職 

班名 班長担当職 

（略） （略） （略） （略） 

総務部 （略） （略） （略） 

清 流 の

国 推 進

部 

【部長】清流の国推

進部長 

【副部長】清流の国

推進部次長 

清流の国づくり

政策班 

清流の国づくり

政策課長 

SDGs 推進班 SDGs 推進課長 

（略） （略） 

市町村班 市町村課長 

  

地域スポーツ班 地域スポーツ課

長 

競技スポーツ班 競技スポーツ課

長 

ねんりんピック

推進事務班 

ねんりんピック

推進事務局長 

デジタル戦略推 デジタル戦略推

組
織
の
変
更
に
よ
る
修
正 
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進班 進課長 

（略） （略） 

危 機 管

理部 

（略） （略） （略） 

環 境 エ

ネ ル ギ

ー 生 活

部 

【部長】環境エネル

ギー生活部長 

【副部長】環境エネ

ルギー生活部次長 

環境生活政策班 環境生活政策課

長 

省エネ・再エネ・

社会推進班 

省エネ・再エネ・

社会推進課長 

廃棄物対策班 廃棄物対策課長 

（略） （略） 

県民生活班 県民生活課長 

        

   

        

    

人権施策推進班 人権施策推進課

長 

統計班 統計課長 

             

             

        

  

        

   

        

      

        

       

        

      

        

       

健 康 福

祉部 

【部長】健康福祉部

長 

【副部長】健康福祉

部次長 

（略） （略） 

障害福祉班 障害福祉課長 

        

        

  

        

        

   

            

進班 進課長 

（略） （略） 

危 機 管

理部 

（略） （略） （略） 

環 境 生

活部   

     

  

【部長】環境生活部

長      

【副部長】環境生活

部次長      

環境生活政策班 環境生活政策課

長 

脱炭素社会推進

班     

脱炭素社会推進

課長     

廃棄物対策班 廃棄物対策課長 

（略） （略） 

県民生活班 県民生活課長 

私学振興・青少

年班 

私学振興・青少

年課長 

人権施策推進班 人権施策推進課

長 

統計班 統計課長 

文化創造班 文化創造課長 

文化伝承班 文化伝承課長 

文化祭総務企画

班 

文化祭総務企画

課長 

清流の国ぎふ文

化祭推進班 

清流の国ぎふ文

化祭推進課長 

全国高等学校総

文祭推進班 

全国高等学校総

文祭推進課長 

健 康 福

祉部 

【部長】健康福祉部

長 

【副部長】健康福祉

部次長 

（略） （略） 

障害福祉班 障害福祉課長 

男女共同参画・

女性の活躍推進

班 

男女共同参画・

女性の活躍推進

課長 

子育て支援班 子育て支援課長 
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子ども・

女性部 

【部長】子ども・女

性部長 

【副部長】子ども・

女性部次長 

子ども・女性政

策班 

子ども・女性政

策課長 

子育て支援班 子育て支援課長 

子ども家庭班 子ども家庭課長 

私学振興班 私学振興課長 

男女共同参画推

進班 

男女共同参画推

進課長 

商 工 労

働部 

【部長】商工労働部

長 

【副部長】商工労働

部次長 

商工労働政策班 

     

商工労働政策課

長     

商業・金融班 商業・金融課長 

（略） （略） 

観 光 文

化 ス ポ

ーツ部 

 

【部長】観光文化ス

ポーツ部長 

【副部長】観光文化

スポーツ部次長 

 

観光文化スポー

ツ政策班 

観光文化スポー

ツ政策課長 

観光資源活用班 観光資源活用課

長 

（略） （略） 

国際交流班 国際交流課長 

文化創造班 文化創造課長 

文化伝承班 文化伝承課長 

地域スポーツ班 地域スポーツ課

長 

競技スポーツ班 競技スポーツ課

長 

ねんりんピック

推進事務班 

ねんりんピック

推進事務局長 

農政部 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

教育部 （略） （略） （略） 

子ども家庭班 子ども家庭課長 

     

    

          

    

          

      

        

   

        

    

               

               

             

        

   

        

    

商 工 労

働部 

【部長】商工労働部

長 

【副部長】商工労働

部次長 

商工・エネルギ

ー政策班 

商工・エネルギ

ー政策課長 

商業・金融班 商業・金融課長 

（略） （略） 

観 光 国

際部 

【部長】観光国際部

長 

【副部長】観光国際

部次長 

観光国際政策班 観光国際政策課

長 

観光資源活用班 観光資源活用課

長 

（略） （略） 

国際交流班 国際交流課長 

             

             

        

 

        

  

      

 

        

  

        

      

        

       

農政部 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

教育部 （略） （略） （略） 
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警察部 【部長】警察本部長 

【副部長】警備部

長、警務部長 

警備総括班 警備部参事官 

警備第二課長 

警備第一課長 

総務総括班 総務室参事官兼

総務課長 

広報県民課長 

会計課長 

装備施設課長 

情報技術企画課

長 

警務総括班 警務部参事官兼

警務課長 

教養課長 

厚生課長 

監察課長 

留置管理課長 

（略） （略） 

 

（２）岐阜県災害対策本部（県支部）      令和７年４月１日時点 

班名 班長担当職 

（略） （略） 

保健班（保健所が設置する保健班

は、所管の保健所に置かれる事務

所を含む。） 

保健所長 

動物愛護班 動物愛護センター所長 

農林班 農林事務所長 

（略） （略） 

建築班 建築事務所長 

東部広域水道班 東部広域水道事務所長 

教育班 教育事務所長 

（略） （略） 

  

警察部 【部長】警察本部長 

【副部長】警備部

長、警務部長 

警備総括班 警備部参事官 

警備第二課長 

警備第一課長 

総務総括班 総務室参事官兼

総務課長 

広報県民課長 

会計課長 

装備施設課長 

情報管理課長  

  

警務総括班 警務部参事官兼

警務課長 

教養課長 

厚生課長 

監察課長 

留置管理課長 

（略） （略） 

    

（２）岐阜県災害対策本部（県支部）      令和６年４月１日時点 

班名 班長担当職 

（略） （略） 

保健班（保健所が設置する保健班

は、所管の保健所に置かれる事務

所を含む。） 

保健所長 

                 

農林班 農林事務所長 

（略） （略） 

建築班 建築事務所長 

  広域水道班     水道事務所長 

教育班 教育事務所長 

（略） （略） 
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S
2
-
02
-
0
3
-
01
 

S-13

～

S31-

4 

S2-02-03-01 土砂災害警戒区域一覧    令和７年５月２７日時点 

番

号 

自然現

象 

の種類 

地区の名称 

（渓流名） 

所在地名 

土砂災

害警戒

区域 

（イエロ

ーゾー

ン） 

土砂災

害特別

警戒 

区域（レ

ッドゾー

ン） 

市町村 大字、字 

区域

の有

無 

区域

の有

無 

92 土石流 中根 1 沢 瑞浪市 稲津町 小里 ○       

95 土石流 池ノ表 1 沢 瑞浪市 稲津町 小里 ○       

141 土石流 釜戸洞田川 瑞浪市 釜戸町 字岩倉 ○       

237 土石流 田ノ尻 2 沢 瑞浪市 陶町 水上 ○       

291 土石流 桜堂 7 沢 瑞浪市 土岐町 字桜堂 ○       

301 土石流 順禮堂 1 沢 瑞浪市 土岐町 字順禮堂 ○       

316 土石流 城山 2 沢 瑞浪市 土岐町 字城山 ○       

390 土石流 白倉２０沢 瑞浪市 日吉町 字小喜曽 ○       

395 土石流 常柄１０沢 瑞浪市 日吉町 字常道 ○       

411 土石流 南垣外７沢 瑞浪市 日吉町 字石神 ○       

444 土石流 白倉１９沢 瑞浪市 日吉町 字堤洞 ○       

476 土石流 白倉１４沢 瑞浪市 日吉町 字本林 ○       

490 土石流 万尺川 瑞浪市 山田町 字上杢 ○       

    土石流 
494 箇

所 

386 箇

所 

    急傾斜地の崩壊 
339 箇

所 

336 箇

所 

    地すべり 
19 箇

所 
0 箇所 

    計 
852 箇

所 

722 箇

所 
 

S2-02-03-01 土砂災害警戒区域一覧    令和７年５月２７日時点 

番

号 

自然現

象 

の種類 

地区の名称 

（渓流名） 

所在地名 

土砂災

害警戒

区域 

（イエロ

ーゾー

ン） 

土砂災

害特別

警戒 

区域（レ

ッドゾー

ン） 

市町村 大字、字 

区域

の有

無 

区域

の有

無 

92 土石流 中根 1 沢 瑞浪市 稲津町 小里 ○ ○ 

95 土石流 池ノ表 1 沢 瑞浪市 稲津町 小里 ○ ○ 

141 土石流 釜戸洞田川 瑞浪市 釜戸町 字岩倉 ○ ○ 

237 土石流 田ノ尻 2 沢 瑞浪市 陶町 水上 ○ ○ 

291 土石流 桜堂 7 沢 瑞浪市 土岐町 字桜堂 ○ ○ 

301 土石流 順禮堂 1 沢 瑞浪市 土岐町 字順禮堂 ○ ○ 

316 土石流 城山 2 沢 瑞浪市 土岐町 字城山 ○ ○ 

390 土石流 白倉２０沢 瑞浪市 日吉町 字小喜曽 ○ ○ 

395 土石流 常柄１０沢 瑞浪市 日吉町 字常道 ○ ○ 

411 土石流 南垣外７沢 瑞浪市 日吉町 字石神 ○ ○ 

444 土石流 白倉１９沢 瑞浪市 日吉町 字堤洞 ○ ○ 

476 土石流 白倉１４沢 瑞浪市 日吉町 字本林 ○ ○ 

490 土石流 万尺川 瑞浪市 山田町 字上杢 ○ ○ 

    土石流 
494 箇

所 

399 箇

所 

    急傾斜地の崩壊 
339 箇

所 

336 箇

所 

    地すべり 
19 箇

所 
0 箇所 

    計 
852 箇

所 

735 箇

所 

  

所
管
部
䥹
土
木
課
䥺
修
正
意
見 
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S
2
-
02
-
0
3
-
03
 

S-

32-2 

S2-02-03-03 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

施設名称 所在地 電話番号 FAX 番号 

（略） （略） （略） （略） 

みずなみの憩 
瑞浪市西小田町

4-69 
26-8548 66-4733 

             

  

        

   
          

（略） （略） （略） （略） 

第二ひまわりハウス 
瑞浪市樽上町 1-

71 
68-8715 68-8715 

（略） （略） （略） （略） 

中京こども園 
瑞 浪 市 土 岐 町

2197-1 
68-5285 68-4425 

（略） （略） （略） （略） 

佐々木皮フ科 
瑞浪市益見町 3-

7 
66-6611 66-6612 

（略） （略） （略） （略） 

   有料老人ホーム 和 
瑞浪市稲津町萩

原 106-5 
66-1125 66-1226 

（略） （略） （略） （略） 

陶こども園 
瑞浪市陶町猿爪

1082-46 
65-2053 62-0025 

（略） （略） （略） （略） 

日吉こども園 
瑞 浪 市 日 吉 町

4115-2 
69-2123 69-0015 

  

S2-02-03-03 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

施設名称 所在地 電話番号 FAX 番号 

（略） （略） （略） （略） 

瑞浪グループホーム太陽 
瑞浪市西小田町

4-69 
66-4733 66-4731 

瑞浪グループホーム太陽の

家 

瑞浪市西小田町

4-70 
26-8548 66-4731 

（略） （略） （略） （略） 

第二ひまわりハウス 
瑞浪市上野町 3-

7-1 
68-8715 68-8715 

（略） （略） （略） （略） 

中京幼児 園 
瑞 浪 市 土 岐 町

2197-1 
68-5285 68-4425 

（略） （略） （略） （略） 

佐々木皮フ科 
瑞浪市益見町 3-

5 
66-6611 66-6612 

（略） （略） （略） （略） 

住宅型有料老人ホーム 和 
瑞浪市稲津町萩

原 106-5 
66-1125 66-1226 

（略） （略） （略） （略） 

陶幼児 園 
瑞浪市陶町猿爪

1082-46 
65-2053 62-0025 

（略） （略） （略） （略） 

日吉幼児 園 
瑞 浪 市 日 吉 町

4115-2 
69-2123 69-0015 
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S-

33-1

～

33-2 

S2-02-04-01 地震後に緊急点検報告する農業用ダム・ため池一覧表 

番号 ため池名 所 在 地 
諸   元 

堤 高
（ｍ） 

総貯水量
（千ｍ3） 

震度 4 以上で点検報告     

（略） （略）  （略）  （略）  （略） 
震度 5 弱以上で点検報告（上記以外）     
（略） （略）  （略）  （略）  （略） 
36 段洞下 瑞浪市土岐町鶴城 8.0 11.60 

（削除） 

37 桜堂 瑞浪市土岐町桜堂 12.2 4.90 

38 大月池 瑞浪市土岐町天徳 3.2 3.50 
39 上益見上池 瑞浪市土岐町 9.9 1.00 
40 岩倉 瑞浪市釜戸町宿 9.0 4.00 

41 岩倉大 瑞浪市釜戸町宿 7.7 16.00 

42 餘池 瑞浪市釜戸町裏山 7.7 5.70 

43 逆川新池 瑞浪市釜戸町宿 4.1 7.00 

44 岩倉大２号 瑞浪市釜戸町宿 2.0 16.00 

45 芦俣 瑞浪市日吉町三和之郷 2.0 1.60 

46 半原新堤 瑞浪市日吉町半原 5.2 11.20 

47 半原 瑞浪市日吉町半原 8.0 1.80 
48 坂下 瑞浪市明世町月吉 4.0 0.60 
49 万場 瑞浪市明世町月吉 5.4 1.00 

（削除） 
50 柄石川 瑞浪市明世町月吉 8.0 30.20 

（削除） 

51 中子 瑞浪市明世町月吉 3.1 0.14 
52 細山１号 瑞浪市釜戸町細山 4.0 5.00 
53 虫狩 瑞浪市釜戸町細山 5.0 20.00 
54 洞沢 瑞浪市釜戸町神徳 4.4 3.00 
55 芝原新堤池 瑞浪市釜戸町芝原 4.8 1.50 
56 鴻之巣 瑞浪市大湫町神田 10.2 3.60 
57 新堤１号 瑞浪市大湫町洞畑 9.0 2.10 
58 新堤２号 瑞浪市大湫町洞畑 7.0 1.00 
59 大洞 瑞浪市日吉町南垣外 9.5 9.90 

60 宿洞 瑞浪市日吉町宿洞 8.7 7.20 

61 宿洞第２ 瑞浪市日吉町宿洞 1.5 0.11 

62 社別当池 瑞浪市日吉町宿洞 5.0 0.15 

63 柄石池 瑞浪市日吉町柄石 3.6 3.00 
64 高根 瑞浪市日吉町深沢 5.0 8.00 

65 切山池 瑞浪市日吉町深沢 5.2 1.00 

66 炭焼第１池 瑞浪市日吉町深沢 4.5 1.20 

S2-02-04-01 地震後に緊急点検報告する農業用ダム・ため池一覧表 

番号 ため池名 所 在 地 
諸   元 

堤 高
（ｍ） 

総貯水量
（千ｍ3） 

震度 4 以上で点検報告     

（略） （略）  （略）  （略）  （略） 
震度 5 弱以上で点検報告（上記以外）     
（略） （略）  （略）  （略）  （略） 
36 段洞下 瑞浪市土岐町鶴城 8.0 11.60 

37 検丈下池 瑞浪市土岐町市原 3.4 1.00 

38 桜堂 瑞浪市土岐町桜堂 12.2 4.90 

39 大月池 瑞浪市土岐町天徳 3.2 3.50 
40 上益見上池 瑞浪市土岐町 9.9 1.00 
41 岩倉 瑞浪市釜戸町宿 9.0 4.00 

42 岩倉大 瑞浪市釜戸町宿 7.7 16.00 

43 餘池 瑞浪市釜戸町裏山 7.7 5.70 

44 逆川新池 瑞浪市釜戸町宿 4.1 7.00 

45 岩倉大２号 瑞浪市釜戸町宿 2.0 16.00 

46 芦俣 瑞浪市日吉町三和之郷 2.0 1.60 

47 半原新堤 瑞浪市日吉町半原 5.2 11.20 

48 半原 瑞浪市日吉町半原 8.0 1.80 
49 坂下 瑞浪市明世町月吉 4.0 0.60 
50 万場 瑞浪市明世町月吉 5.4 1.00 
51 羽根 瑞浪市明世町月吉 2.2 0.10 
52 柄石川 瑞浪市明世町月吉 8.0 30.20 
53 西洞 瑞浪市明世町月吉 2.6 1.00 

54 中子 瑞浪市明世町月吉 3.1 0.14 
55 細山１号 瑞浪市釜戸町細山 4.0 5.00 
56 虫狩 瑞浪市釜戸町細山 5.0 20.00 
57 洞沢 瑞浪市釜戸町神徳 4.4 3.00 
58 芝原新堤池 瑞浪市釜戸町芝原 4.8 1.50 
59 鴻之巣 瑞浪市大湫町神田 10.2 3.60 
60 新堤１号 瑞浪市大湫町洞畑 9.0 2.10 
61 新堤２号 瑞浪市大湫町洞畑 7.0 1.00 
62 大洞 瑞浪市日吉町南垣外 9.5 9.90 

63 宿洞 瑞浪市日吉町宿洞 8.7 7.20 

64 宿洞第２ 瑞浪市日吉町宿洞 1.5 0.11 

65 社別当池 瑞浪市日吉町宿洞 5.0 0.15 

66 柄石池 瑞浪市日吉町柄石 3.6 3.00 
67 高根 瑞浪市日吉町深沢 5.0 8.00 

68 切山池 瑞浪市日吉町深沢 5.2 1.00 

69 炭焼第１池 瑞浪市日吉町深沢 4.5 1.20 

所
管
部
䥹
農
林
課
䥺
修
正
意
見 



 40 

67 炭焼第２池 瑞浪市日吉町深沢 7.6 4.00 

68 常道 瑞浪市日吉町常道 6.0 3.00 

69 えびす池 瑞浪市日吉町白倉 10.0 1.00 

70 雨降 瑞浪市日吉町白倉 5.2 4.00 

71 本郷 瑞浪市日吉町本郷 5.2 4.50 

72 小高上 瑞浪市日吉町本郷 8.6 3.00 

73 上の池 瑞浪市日吉町北野 3.6 2.00 

74 河ヶ洞池 瑞浪市日吉町北野 2.6 1.00 

75 羽根 瑞浪市日吉町深沢 3.1 0.20 

76 日陰 瑞浪市日吉町深沢 2.5 0.30 

77 日陰第２ 瑞浪市日吉町深沢 5.0 1.30 

78 深沢東の池 瑞浪市日吉町深沢 1.0 1.10 

79 深沢西の池 瑞浪市日吉町深沢 1.0 0.23 

80 大平 瑞浪市日吉町本郷 6.1 4.50 

81 小塩池 瑞浪市日吉町本郷 5.2 1.00 

82 大西 瑞浪市釜戸町平山 2.6 1.87 

83 長場 瑞浪市釜戸町平山 3.0 1.35 

84 婆ヶ洞 瑞浪市日吉町白倉 4.0 2.00 

85 広見 瑞浪市日吉町白倉 5.0 7.00 

86 洞田 瑞浪市日吉町白倉 6.6 2.76 

88 大敷上 瑞浪市日吉町白倉 8.1 5.90 

87 大敷下 瑞浪市日吉町白倉 5.6 11.00 

89 城山 瑞浪市土岐町段洞 8.0 13.20 

90 益垣外 瑞浪市山田町 2.0 0.61 

91 山本 瑞浪市山田町 3.0 1.06 

92 中入洞 瑞浪市山田町 4.0 1.02 

93 洞山 瑞浪市明世町月吉 3.0 1.20 

94 月吉１号 瑞浪市明世町月吉 9.5 8.50 

95 月吉２号 瑞浪市明世町月吉 8.0 4.30 

計 95 地区       

合計 102 地区       
 

70 炭焼第２池 瑞浪市日吉町深沢 7.6 4.00 

71 常道 瑞浪市日吉町常道 6.0 3.00 

72 えびす池 瑞浪市日吉町白倉 10.0 1.00 

73 雨降 瑞浪市日吉町白倉 5.2 4.00 

74 本郷 瑞浪市日吉町本郷 5.2 4.50 

75 小高上 瑞浪市日吉町本郷 8.6 3.00 

76 上の池 瑞浪市日吉町北野 3.6 2.00 

77 河ヶ洞池 瑞浪市日吉町北野 2.6 1.00 

78 羽根 瑞浪市日吉町深沢 3.1 0.20 

79 日陰 瑞浪市日吉町深沢 2.5 0.30 

80 日陰第２ 瑞浪市日吉町深沢 5.0 1.30 

81 深沢東の池 瑞浪市日吉町深沢 1.0 1.10 

82 深沢西の池 瑞浪市日吉町深沢 1.0 0.23 

83 大平 瑞浪市日吉町本郷 6.1 4.50 

84 小塩池 瑞浪市日吉町本郷 5.2 1.00 

85 大西 瑞浪市釜戸町平山 2.6 1.87 

86 長場 瑞浪市釜戸町平山 3.0 1.35 

88 婆ヶ洞 瑞浪市日吉町白倉 4.0 2.00 

87 広見 瑞浪市日吉町白倉 5.0 7.00 

89 洞田 瑞浪市日吉町白倉 6.6 2.76 

90 大敷上 瑞浪市日吉町白倉 8.1 5.90 

91 大敷下 瑞浪市日吉町白倉 5.6 11.00 

92 城山 瑞浪市土岐町段洞 8.0 13.20 

93 益垣外 瑞浪市山田町 2.0 0.61 

94 山本 瑞浪市山田町 3.0 1.06 

95 中入洞 瑞浪市山田町 4.0 1.02 

96 洞山 瑞浪市明世町月吉 3.0 1.20 

97 月吉１号 瑞浪市明世町月吉 9.5 8.50 

98 月吉２号 瑞浪市明世町月吉 8.0 4.30 

計 98 地区       

合計 105 地区       
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S-36 S2-07-01-01 消防力の現況 

（３）消防水利の現況令和 

令和７年４月１日現在 

 区 分 1 種 2 種 合計 

消
火
栓 

公設消火栓 

地上式 387 394 781 

地下式 157 103 260 

小計 544 497 1,041 

私設消火栓 （略） 

計  556 547 1,103 

防
火
水
槽 

公 設 
有蓋 102 2 104 

無蓋 26 7 33 

計  128 9 137 
 

S2-07-01-01 消防力の現況 

（３）消防水利の現況令和 

令和７年４月１日現在 

 区 分 1 種 2 種 合計 

消
火
栓 

公設消火栓 

地上式 388 395 783 

地下式 156 101 257 

小計 544 496 1,040 

私設消火栓 （略） 

計  556 546 1,102 

防
火
水
槽 

公 設 
有蓋 102 2 104 

無蓋 27 7 34 

計  129 9 138 
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S-38 S2-13-01-01 自主防災組織一覧 

 

※別紙５のとおり変更する 
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S-56

～S-

60-2 

S3-02-01-08 災害時応援協定等一覧 

(１) （略） 

(２)民間企業・団体  

 協定名 協定先 締結内容 
締結年月

日 

(略) （略） （略） （略） （略） 

32 

災害時にお
ける応援協
力に関する
協定 

一般社団法
人多治見建
設業協会 

災害の防止及び応急
復旧工事活動の協力
について 

平成 25 年 
11 月 26
日 

(削
除） 

（削除） （削除） 

 
 
（削除） 
 
 

（削除） 

S3-02-01-08 災害時応援協定等一覧 

(１) （略） 

(２)民間企業・団体 

 協定名 協定先 締結内容 
締結年月

日 

(略) （略） （略） （略） （略） 

32 

災害時にお
ける応援協
力に関する
協定 

一般社団法
人多治見建
設業協会 

災害の防止及び応急
復旧工事活動の協力
について 

平成 25 年 
11 月 26
日 

33 
災害時の医
療救護に関
する協定 

岐阜県厚生
農業協同組
合連合会 
東濃厚生病
院 

災害時における医療
救護活動に対する協
力について 

平成 25 年 
12 月 6 日 

所
管
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33 

災害時にお
ける薬剤の
指導、医療
品管理等に
関する協定 

瑞浪市薬剤
師会 

 
災害時の救護所にお
ける薬剤の指導、医薬
品管理等による医療
救護活動について 

平成 26 年 
2 月 13 日 

34 

災害発生時
における福
祉避難所の
設置運営に
関する協定 

社会福祉法
人 
瑞浪市社会
福祉協議会 

市民福祉センター
「ハートピア」にお
ける福祉避難所の設
置運営の協力につい
て 

平成 26 年 
2 月 20 日 

35 

災害時にお
ける石油類
燃料の供給
に関する協
定 

岐阜県石油
商業組合瑞
浪支部 

 
災害時に必要な石油
類燃料の調達及び安
定供給について 

平成 26 年 
12 月 24
日 

36 

災害時にお
ける避難所
施設利用及
び支援協力
に関する協
定 

学校法人安
達学園 中
京学院大学 

災害時における避難
所としての施設利用
及び避難所運営の支
援協力について 

平成 27 年 
6 月 2 日 

37 

災害時にお
ける物資供
給に関する
協定 

NPO 法人
コメリ災
害対策セ
ンター 

災害時に必要な物資
の調達及び供給等に
ついて 

平成 27 年 
10 月 13
日 

38 

特設公衆電
話の設置等
に関する覚
書 

ＮＴＴ西日
本株式会社 
 岐阜支店 

特設公衆電話の設置
について 

平成 28 年 
7 月 6 日 

39 

災害に係る
情報発信等
に関する協
定 

ＬＩＮＥヤ
フー株式会
社 

災害時の情報発信等
の支援について 

平成 28 年 
9 月 1 日 

40 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

有限会社 
SKU 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

34 

災害時にお
ける薬剤の
指導、医療
品管理等に
関する協定 

瑞浪市薬剤
師会 

 
災害時の救護所にお
ける薬剤の指導、医薬
品管理等による医療
救護活動について 

平成 26 年 
2 月 13 日 

35 

災害発生時
における福
祉避難所の
設置運営に
関する協定 

社会福祉法
人 
瑞浪市社会
福祉協議会 

市民福祉センター
「ハートピア」にお
ける福祉避難所の設
置運営の協力につい
て 

平成 26 年 
2 月 20 日 

36 

災害時にお
ける石油類
燃料の供給
に関する協
定 

岐阜県石油
商業組合瑞
浪支部 

 
災害時に必要な石油
類燃料の調達及び安
定供給について 

平成 26 年 
12 月 24
日 

37 

災害時にお
ける避難所
施設利用及
び支援協力
に関する協
定 

学校法人安
達学園 中
京学院大学 

災害時における避難
所としての施設利用
及び避難所運営の支
援協力について 

平成 27 年 
6 月 2 日 

38 

災害時にお
ける物資供
給に関する
協定 

NPO 法人
コメリ災
害対策セ
ンター 

災害時に必要な物資
の調達及び供給等に
ついて 

平成 27 年 
10 月 13
日 

39 

特設公衆電
話の設置等
に関する覚
書 

西日本電信
電話株式会
社岐阜支店 

特設公衆電話の設置
について 

平成 28 年 
7 月 6 日 

40 

災害に係る
情報発信等
に関する協
定 

ＬＩＮＥヤ
フー株式会
社 

災害時の情報発信等
の支援について 

平成 28 年 
9 月 1 日 

41 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

有限会社 
SKU 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 
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41 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

有限会社 
小林タクシ
ー 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

42 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

東鉄タクシ
ー株式会社 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

43 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

平和コーポ
レーション
株式会社 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

44 

大規模停電
時における
対応につい
ての覚書 

中部電力パ
ワーグリッ
ド株式会社
多治見支社 

大規模停電発生時の
対応について 

平成 30 年 
12 月 20
日 

45 

災害時等に
おける支援
協力に関す
る協定 

司企業株式
会社 

災害時等における緊
急物資輸送及び一時
的な避難場所として
の使用に関するこ
と。 

令和元年 
7 月 8 日 

46 

災害時にお

ける応援協

力に関する

協定 

多治見地区

電気工事業

協同組合瑞

浪部会 

市有施設等の電気設

備の被災状況に関す

る調査及び応急対応

について 

令和 2 年 
7 月 6 日 

47 

非常災害発

生時におけ

る土地等の

使用に関す

る覚書 

中部電力パ

ワーグリッ

ド株式会社

多治見支社 

非常災害の復旧のた

めの基地としての使

用について 

令和 2 年 
7 月 10 日 

48 

瑞浪市災害

ボランティ

アセンター

の設置等に

社会福祉法

人瑞浪市社

会福祉協議

会 

災害ボランティアセ

ンターの設置及び運

営について 

令和 2 年 
11 月 16
日 

42 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

有限会社 
小林タクシ
ー 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

43 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

東鉄タクシ
ー株式会社 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

44 

災害時等に
おける要配
慮者の輸送
協力に関す
る協定 

平和コーポ
レーション
株式会社 

災害時における要配
慮者の福祉避難所等
への輸送協力につい
て 

平成 30 年 
6 月 1 日 

45 

大規模停電
時における
対応につい
ての覚書 

中部電力パ
ワーグリッ
ド株式会社
多治見支社 

大規模停電発生時の
対応について 

平成 30 年 
12 月 20
日 

46 

災害時等に
おける支援
協力に関す
る協定 

司企業株式
会社 

災害時等における緊
急物資輸送及び一時
的な避難場所として
の使用に関するこ
と。 

令和元年 
7 月 8 日 

47 

災害時にお

ける応援協

力に関する

協定 

多治見地区

電気工事業

協同組合瑞

浪部会 

市有施設等の電気設

備の被災状況に関す

る調査及び応急対応

について 

令和 2 年 
7 月 6 日 

48 

非常災害発

生時におけ

る土地等の

使用に関す

る覚書 

中部電力パ

ワーグリッ

ド株式会社

多治見支社 

非常災害の復旧のた

めの基地としての使

用について 

令和 2 年 
7 月 10 日 

49 

瑞浪市災害

ボランティ

アセンター

の設置等に

社会福祉法

人瑞浪市社

会福祉協議

会 

災害ボランティアセ

ンターの設置及び運

営について 

令和 2 年 
11 月 16
日 
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関する協定 

49 

応急生活物

資の調達及

び供給等に

関する協定 

株式会社オ

ークワ 

応急生活物資の調達

及び供給並びに店舗

駐車場を一時的な避

難場所等として使用

することについて 

令和 2 年 
11 月 16
日 

50 

災害時にお

ける応急生

活物資の供

給に関する

協定 

株式会社ユ

タカファー

マシー 

応急生活物資の調達

及び供給等について 

令和 2 年 
12 月 8 日 

51 

災害時にお

ける応急生

活物資供給

に関する協

定 

生活協同組

合コープぎ

ふ 

応急生活物資の供給

及び運搬等について 

令和 3 年 
2 月 4 日 

52 

災害時にお

ける地図製

品等の供給

等に関する

協定 

株式会社ゼ

ンリン中部

支社 

地図製品等の供給等

について 

令和 3 年 
2 月 5 日 

53 

災害時にお

ける支援協

力に関する

協定 

株式会社ア

イシン瑞浪 

一時避難場所・救援物

資等受入施設・ライフ

ライン復旧工事等に

必要な用地の提供及

び荷役支援等につい

て 

令和 3 年 
3 月 3 日 

関する協定 

50 

応急生活物

資の調達及

び供給等に

関する協定 

株式会社オ

ークワ 

応急生活物資の調達

及び供給並びに店舗

駐車場を一時的な避

難場所等として使用

することについて 

令和 2 年 
11 月 16
日 

51 

災害時にお

ける応急生

活物資の供

給に関する

協定 

株式会社ユ

タカファー

マシー 

応急生活物資の調達

及び供給等について 

令和 2 年 
12 月 8 日 

52 

災害時にお

ける応急生

活物資供給

に関する協

定 

生活協同組

合コープぎ

ふ 

応急生活物資の供給

及び運搬等について 

令和 3 年 
2 月 4 日 

53 

災害時にお

ける地図製

品等の供給

等に関する

協定 

株式会社ゼ

ンリン中部

支社 

地図製品等の供給等

について 

令和 3 年 
2 月 5 日 

54 

災害時にお

ける支援協

力に関する

協定 

株式会社ア

イシン瑞浪 

一時避難場所・救援物

資等受入施設・ライフ

ライン復旧工事等に

必要な用地の提供及

び荷役支援等につい

て 

令和 3 年 
3 月 3 日 
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54 

大規模災害

時における

道路啓開等

に関する協

定 

中部電力パ

ワーグリッ

ド株式会社

多治見支社 

停電復旧に係る応急

措置の実施に支障と

なる障害物等の除去

等の実施について 

令和 3 年 
3 月 26 日 

55 

災害時にお

ける資機材

供給に関す

る協定 

東濃コアー

株式会社 

避難所の設営等に必

要な段ボール資機材

の供給等について 

令和 3 年 
3 月 29 日 

56 

災害時にお

けるレンタ

ル機材の供

給に関する

協定 

太陽建機レ

ンタル株式

会社多治見

支店 

災害時に必要なレン

タル機材の供給につ

いて 

令和 3 年 
9 月 9 日 

57 

災害時にお

ける資機材

供給に関す

る協定 

（災害時に

おける支援

協力に関す

る覚書） 

株式会社バ

ローホール

ディングス 

災害時における一時

避難場所の提供及び

応急生活物資の供給

について 

令和 5 年 
12 月 8 日 

58 

災害時にお

ける無人航

空機を活用

した支援協

力に関する

協定書 

 

株式会社RO

BOZ 

災害時の無人航空機

（ドローン）を活用し

た支援協力について 

※ 同日に包括連携

協定も締結 

令和 6 年 
2 月 1 日 

55 

大規模災害

時における

道路啓開等

に関する協

定 

中部電力パ

ワーグリッ

ド株式会社

多治見支社 

停電復旧に係る応急

措置の実施に支障と

なる障害物等の除去

等の実施について 

令和 3 年 
3 月 26 日 

56 

災害時にお

ける資機材

供給に関す

る協定 

東濃コアー

株式会社 

避難所の設営等に必

要な段ボール資機材

の供給等について 

令和 3 年 
3 月 29 日 

57 

災害時にお

けるレンタ

ル機材の供

給に関する

協定 

太陽建機レ

ンタル株式

会社多治見

支店 

災害時に必要なレン

タル機材の供給につ

いて 

令和 3 年 
9 月 9 日 

58 

災害時にお

ける資機材

供給に関す

る協定 

（災害時に

おける支援

協力に関す

る覚書） 

株式会社バ

ローホール

ディングス 

災害時における一時

避難場所の提供及び

応急生活物資の供給

について 

令和 5 年 
12 月 8 日 

59 

災害時にお

ける無人航

空機を活用

した支援協

力に関する

協定書 

 

株式会社RO

BOZ 

災害時の無人航空機

（ドローン）を活用し

た支援協力について 

※ 同日に包括連携

協定も締結 

令和 6 年 
2 月 1 日 
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59 

災害時にお

ける下水道

等管路施設

の復旧支援

協力に関す

る協定 

公益社団法

人日本下水

道管路管理

業協会 

災害時の協定下水道

施設等の早期復旧に

かかる支援について 

令和 6 年 
2 月 1 日 

60 

災害時にお

ける下水道

施設等の技

術支援協力

に関する協

定 

公益社団法

人全国上下

水道コンサ

ルタント協

会中部支部 

災害時の協定下水道

施設等の早期復旧に

かかる技術支援につ

いて 

令和 6 年 
2 月 1 日 

61 

災害時にお

ける下水道

施設等の災

害支援協力

に関する協

定 

岐阜県環境

整備事業協

同組合 

災害時の協定下水道

施設等の迅速な復旧

にかかる支援につい

て 

令和 6 年 
2 月 1 日 

62 

岐阜県・日

本下水道事

業団災害支

援協定 

日本下水道

事業団 

災害時における下水

施設の維持、修繕に関

する工事その他の支

援について 

令和 6 年 
2 月 1 日 

63 

災害時にお

ける支援物

資の受入及

び配送等に

関する協定 

佐川急便株

式会社 

災害時の支援物資受

入・管理及び避難所等

への配送について 

令和 7 年 
4 月 11 日 

64 

災害時にお
ける入浴支
援等に関す
る協定書 

特定非営利
活動法人 V
ネット 

災害時における入
浴・洗濯の支援及び
送風機の貸与等につ
いて 

令和 7 年 
7 月 23 日 

60 

災害時にお

ける下水道

等管路施設

の復旧支援

協力に関す

る協定 

公益社団法

人日本下水

道管路管理

業協会 

災害時の協定下水道

施設等の早期復旧に

かかる支援について 

令和 6 年 
2 月 1 日 

61 

災害時にお

ける下水道

施設等の技

術支援協力

に関する協

定 

公益社団法

人全国上下

水道コンサ

ルタント協

会中部支部 

災害時の協定下水道

施設等の早期復旧に

かかる技術支援につ

いて 

令和 6 年 
2 月 1 日 

62 

災害時にお

ける下水道

施設等の災

害支援協力

に関する協

定 

岐阜県環境

整備事業協

同組合 

災害時の協定下水道

施設等の迅速な復旧

にかかる支援につい

て 

令和 6 年 
2 月 1 日 

63 

岐阜県・日

本下水道事

業団災害支

援協定 

日本下水道

事業団 

災害時における下水

施設の維持、修繕に関

する工事その他の支

援について 

令和 6 年 
2 月 1 日 

（新
設） （新設） （新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新

設） 
（新設） （新設） 

 
（新設） 
 

（新設） 
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65 

災害時にお
ける移動式
宿泊施設等
の提供に関
する協定 

株式会社デ
ベロップ 

災害時における移動
式宿泊施設等の提供
について 

令和 7 年 
8 月 8 日 

66 

災害時にお
ける宿泊施
設の提供等
に関する協
定書 

水月館株式
会社 

災害時における宿泊
施設の提供について 

令和 7 年 
10 月 14
日 

 

（新

設） 
（新設） （新設） 

 
 
（新設） 
 
 

（新設） 

（新

設） 
（新設） （新設） （新設） （新設） 

 

S
3
-
02
-
0
1
-
09
 

S-61

～ 

S-63 

S3-02-01-09 防災関係機関所在地・電話一覧 

(1)～(4) （略） 

(5）指定公共機関 

機関名 所在地 電話 FAX 

東海旅客鉄道㈱ 瑞

浪駅 

瑞浪市寺河戸町（無

番地） 
68-2036 68-0702 

中部電力㈱ 多治見

支社 

多治見市上野町 5-
1 
（暴風警報発表時） 

22-1181 
23-5508  

25-5957 
25-8217 

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 ㈱ 

岐阜支店 

岐阜市八ツ寺町 1-

15 

058-214-

8417 
058-262-1954 

日本赤十字社 岐阜

県支部 

岐阜市茜部中島 2-

9 

058-272-

3561 
058-274-6938 

日本赤十字社 
岐阜県支部 瑞浪市
地区 

瑞浪市上平町 1-1 68-2111 
68-0294 
(社会福祉課） 

  

 

 

 

 

S3-02-01-09 防災関係機関所在地・電話一覧 

(1)～(4) （略） 

(5）指定公共機関 

機関名 所在地 電話 FAX 

東海旅客鉄道㈱ 瑞

浪駅 

瑞浪市寺河戸町（無

番地） 
68-2036 68-0702 

中部電力㈱ 多治見

支社 

多治見市上野町 5-
1 
（暴風警報発表時） 

22-1181 
23-5508  

25-5957 
25-8217 

西日本電信電話㈱

岐阜支店 

岐阜市八ツ寺町 1-

15 

058-214-

8417 
058-262-1954 

日本赤十字社 岐阜

県支部 

岐阜市茜部中島 2-

9 

058-272-

3561 
058-274-6938 

日本赤十字社 
岐阜県支部 瑞浪市
地区 

瑞浪市上平町 1-1 68-2111 
68-0294 
(社会福祉課） 

  

商
号
の
変
更
に
よ
る
修
正 



 48 

S
3
-
04
-
0
1
-
10
 

S-77 S3-04-01-10 被害状況報告の調査・報告分担表 

被害等区

分 
収集、報告班 

調査機関、事

項 
調  査  班 協 力 機 関 

住宅等一

般被害 

税務班 

 

住宅等一般被

害 

 

社会福祉班、税

務班 

 

自治会、 

民生委員・児童

委員 

社会福祉

施設被害 

社会福祉班 

高齢福祉班 

こども家庭班 

高齢者施設 

児童施設 

各施設 

社会福祉班 

高齢福祉班 

こども家庭班 

各こども園班 

各施設班 

社会福祉協議会 

医療、衛

生施設被

害 

健康づくり班 

上下水道班 

環境班 

医療施設 

水道施設 

下水道施設 

公衆衛生施設 

健康づくり班 

上下水道班 

上下水道班・浄

化班 

環境班・清掃班 

医師会 

管工事組合 

 （略）  （略） （略）  （略）  （略） 
 

S3-04-01-10 被害状況報告の調査・報告分担表 

被害等区

分 
収集、報告班 

調査機関、事

項 
調  査  班 協 力 機 関 

住宅等一

般被害 

税務班 

 

住宅等一般被

害 

 

社会福祉班、税

務班 

 

自治会、 

民生委員・児童

委員 

社会福祉

施設被害 

社会福祉班 

高齢福祉班 

こども家庭班 

高齢者施設 

児童施設 

各施設 

社会福祉班 

高齢福祉班 

こども家庭班 

各幼児 園班 

各施設班 

社会福祉協議会 

医療、衛

生施設被

害 

健康づくり班 

上下水道班 

環境班 

医療施設 

水道施設 

下水道施設 

公衆衛生施設 

健康づくり班 

上下水道班 

上下水道班・浄

化班 

環境班・清掃班 

医師会 

管工事組合 

 （略）  （略） （略）  （略）  （略） 
 

組
織
の
変
更
に
よ
る
修
正 

S
3
-
04
-
0
1
-
13
 

S-92 S3-04-01-13 被害状況判定基準 

被害等区分 判 定 基 準 

人的被害 （略） （略） 

住家等の

被害 

（略） （略） 

公共建

物 

例えば、庁舎、公民館、こども園等の公用又

は公共用に供する建物。 
 

S3-04-01-13 被害状況判定基準 

被害等区分 判 定 基 準 

人的被害 （略） （略） 

住家等の

被害 

（略） （略） 

公共建

物 

例えば、庁舎、公民館、幼児 園等の公用又

は公共用に供する建物。 
 

組
織
の
変
更
に
よ
る
修

正 

S
3
-
0
4
-
03
-
0
2 

S-95

～ 

S-96 

S3-04-03-02 利用可能な通信施設及び方法 

(１)  （略） 

(２) 無線通信施設 

 ア～エ （略） 

 オ ＮＴＴ西日本株式会社 の衛星用可搬形陸上無線機 

S3-04-03-02 利用可能な通信施設及び方法 

(３)  （略） 

(４) 無線通信施設 

 ア～エ （略） 

 オ 西日本電信電話株式会社の衛星用可搬形陸上無線機 

商
号
の
変
更
に

よ
る
修
正 
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S
3
-
04
-
0
3
-
03
 

S-97 S3-04-03-03 災害時優先電話表 

施 設 名 電 話 

瑞浪こども園 ６８－２００３ 

稲津こども園 ６８－３４００ 

陶こども園 ６５－２０５３ 

桔梗こども園 ６８－２３２３ 

竜吟こども園 ６３－２０５６ 

日吉こども園 ６９－２１２３ 

みどりこども園 ６８－２６３２ 

一色こども児園 ６７－１８１７ 
 

S3-04-03-03 災害時優先電話表 

施 設 名 電 話 

瑞浪幼児 園 ６８－２００３ 

稲津幼児 園 ６８－３４００ 

陶幼児 園 ６５－２０５３ 

桔梗幼児 園 ６８－２３２３ 

竜吟幼児 園 ６３－２０５６ 

日吉幼児 園 ６９－２１２３ 

みどり幼児 園 ６８－２６３２ 

一色幼児 児園 ６７－１８１７ 
 

組
織
の
変
更
に
よ
る
修
正 

S
3
-
04
-
0
3
-
08
 

S-

107 

S3-04-03-08 デジタルMCA移動無線配備状況 

個別番号 配備先 名称 

（略） （略） （略） 

38 総合文化センター 文化センタ 

39 公立東濃中部医療センター 東濃厚生Ｈ 

（略） （略） （略） 
 

S3-04-03-08 デジタルMCA移動無線配備状況 

個別番号 配備先 名称 

（略） （略） （略） 

38 総合文化センター 文化センタ 

39 東濃厚生病院      東濃厚生Ｈ 

（略） （略） （略） 
 

病
院
の
統
合
に
よ
る
修
正 

S
3
-
05
-
0
3
-
02
 

S-

115 

S3-05-03-02 防災（水防）倉庫 物資・資機材備蓄状況 

 

※別紙６のとおり変更する 

S3-05-03-02 防災（水防）倉庫 物資・資機材備蓄状況 

 
所
管
部
䥹
危
機
管

理
課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
0
5
-
03
-
0
3 

S-

118-

1 

S3-05-03-03 水害時等の土取場 

 土岐川決壊時には、近辺の畑地丘陵地を対象とする。 

 他の河川決壊時には、付近の丘陵地を対象とする。 

 軽微な場合は、市内の各市立小中学校、こども園の砂場を対象と 

する。 

S3-05-03-03 水害時等の土取場 

 土岐川決壊時には、近辺の畑地丘陵地を対象とする。 

 他の河川決壊時には、付近の丘陵地を対象とする。 

 軽微な場合は、市内の各市立小中学校、幼児 園の砂場を対象と 

する。 

組
織
の
変
更

に
よ
る
修
正 
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S
3
-
05
-
0
3
-
0 

S-

118-

1 

S3-05-03-04 浸水想定区域内要配慮者利用施設 

 

※別紙７のとおり変更する 

 

 

 

S3-05-03-04 浸水想定区域内要配慮者利用施設 

 
所
管
部
䥹
健
康
づ
く

り
課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
06
-
0
2
-
0
7 

S-

137 

S3-06-02-07 瑞浪市指定避難所・指定緊急避難場所 

地区 施設名 （略） 
防災用
Wi-Fi 

瑞浪 

瑞浪小学校 （略） 〇 

瑞浪中学校 （略） 〇 

瑞浪こども園 （略）  

一色こども園 （略）  

みどりこども園 （略）  

南小田児童館 （略）  

市民福祉ｾﾝﾀｰ(ﾊｰﾄﾋﾟｱ) （略）  

子ども発達支援ｾﾝﾀｰ「ぽけっと」 （略）  

産業振興センター （略） 〇 

地域交流ｾﾝﾀｰ「ときわ」 （略）  

土岐 

土岐小学校 （略） 〇 

瑞浪北中学校 （略） 〇 

総合文化ｾﾝﾀｰ （略） 〇 

桔梗こども園 （略）  

桜寿荘（さくら） （略）  

教育支援ｾﾝﾀｰ  （略）  

岐阜県立瑞浪高等学校 （略）  

S3-06-02-07 瑞浪市指定避難所・指定緊急避難場所 

地区 施設名 （略） （新設） 

瑞浪 

瑞浪小学校 （略）  

瑞浪中学校 （略）  

瑞浪幼児 園 （略）  

一色幼児 園 （略）  

みどり幼児 園 （略）  

南小田児童館 （略）  

市民福祉ｾﾝﾀｰ(ﾊｰﾄﾋﾟｱ) （略）  

子ども発達支援ｾﾝﾀｰ「ぽけっと」 （略）  

産業振興センター （略）  

地域交流ｾﾝﾀｰ「ときわ」 （略）  

土岐 

土岐小学校 （略）  

瑞浪北中学校 （略）  

総合文化ｾﾝﾀｰ （略）  

桔梗幼児 園 （略）  

桜寿荘（さくら） （略）  

教育支援ｾﾝﾀｰ  （略）  

岐阜県立瑞浪高等学校 （略）  

所
管
部
䥹
危
機
管
理
課
䥺
修
正
意
見 
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明世 
明世小学校 （略） 〇 

市民体育館 （略）  

稲津 

稲津小学校 （略） 〇 

瑞浪南中学校 （略） 〇 

稲津ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略） 〇 

稲津こども園 （略）  

寿楽荘 （略）  

陶 

陶小学校  （略） 〇 

陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略） 〇 

陶こども園 （略）  

陶児童館 （略）  

陶公民館体育室 （略）  

釜戸 

釜戸小学校 （略） 〇 

釜戸ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略） 〇 

竜吟こども園 （略）  

大湫 大湫ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略） 〇 

日吉 

日吉小学校 （略） 〇 

日吉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略） 〇 

市民日吉体育館 （略）  

日吉こども園 （略）  

福寿荘 （略）  

  

明世 
明世小学校 （略）  

市民体育館 （略）  

稲津 

稲津小学校 （略）  

瑞浪南中学校 （略）  

稲津ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略）  

稲津幼児 園 （略）  

寿楽荘 （略）  

陶 

陶小学校  （略）  

陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略）  

陶幼児 園 （略）  

陶児童館 （略）  

陶公民館体育室 （略）  

釜戸 

釜戸小学校 （略）  

釜戸ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略）  

竜吟幼児 園 （略）  

大湫 大湫ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略）  

日吉 

日吉小学校 （略）  

日吉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ （略）  

市民日吉体育館 （略）  

日吉幼児 園 （略）  

福寿荘 （略）  
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S
3
-
06
-
0
4
-
03
 

S-

144 

S3-06-04-03 炊き出し施設一覧 

施 設 名 

炊出

能力

(人) 

施 設 の 能 力 

学校給食センタ

ー 
5,000 

調理室 1,542 ㎡、炊飯設備一式、切栽機、

冷蔵庫、冷凍庫、配送用コンテナ 56 台、

食缶 600 個、陶磁器食器５種 23,000 個 

瑞浪こども園 200 
調理室 48 ㎡、かま２、流し３、調理台２、

食器 200 

稲津こども園 140 
調理室 54 ㎡、かま２、流し２、調理台２、

食器 120 

日吉こども園 100 
調理室 34 ㎡、かま３、流し３、調理台１、

食器 130 

陶こども園 200 
調理室 62 ㎡、かま２、流し２、調理台２、

食器 120 

みどりこども園 200 
調理室 58 ㎡、かま３、流し５、調理台２、

食器 200 

桔梗こども園 150 
調理室 28 ㎡、かま２、流し２、調理台１、

食器 150 

竜吟こども園 100 
調理室 56 ㎡、かま２、流し１、調理台１、

食器 130 

一色こども園 200 
調理室 42 ㎡、かま３、流し５、調理台２、

食器 200 

日吉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀ

ｰ 
200 

調理室 56 ㎡、かま３、流し４、調理台３、

食器 100 

（略） (略) （略） 

  

S3-06-04-03 炊き出し施設一覧 

施 設 名 

炊出

能力

(人) 

施 設 の 能 力 

学校給食センタ

ー 
5,000 

調理室 1,542 ㎡、炊飯設備一式、切栽機、

冷蔵庫、冷凍庫、配送用コンテナ 56 台、

食缶 600 個、陶磁器食器５種 23,000 個 

瑞浪幼児 園 200 
調理室 48 ㎡、かま２、流し３、調理台２、

食器 200 

稲津幼児 園 140 
調理室 54 ㎡、かま２、流し２、調理台２、

食器 120 

日吉幼児 園 100 
調理室 34 ㎡、かま３、流し３、調理台１、

食器 130 

陶幼児 園 200 
調理室 62 ㎡、かま２、流し２、調理台２、

食器 120 

みどり幼児 園 200 
調理室 58 ㎡、かま３、流し５、調理台２、

食器 200 

桔梗幼児 園 150 
調理室 28 ㎡、かま２、流し２、調理台１、

食器 150 

竜吟幼児 園 100 
調理室 56 ㎡、かま２、流し１、調理台１、

食器 130 

一色幼児 園 200 
調理室 42 ㎡、かま３、流し５、調理台２、

食器 200 

日吉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀ

ｰ 
200 

調理室 56 ㎡、かま３、流し４、調理台３、

食器 100 

（略） (略) （略） 

 組
織
の
変
更
に
よ
る
修
正 
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S
3
-
06
-
0
5
-
02
 

S-

148 

S3-06-05-02 給水資機材保有状況 

種別 企画 数量 保 管 場 所 

(略) (略) (略) (略) 

組 立 式

給 水 タ

ンク 

１t １基 釜戸２号送水ポンプ場 

陶公民館体育室防災倉庫 

日吉町防災倉庫 

稲津コミュニティーセンター防災倉庫 

釜戸コミュニティーセンター防災倉庫 

(略) (略) (略) (略) 
 

S3-06-05-02 給水資機材保有状況 

種別 企画 数量 保 管 場 所 

(略) (略) (略) (略) 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

 

 

 

 

(略) (略) (略) (略) 
 

所
管
部
䥹
上
下
水
道
課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
06
-
0
8
-
01
 

S-

156 

S3-06-08-01 医療班の編成 

(１) 医療班は、「災害時の医療救護に関する協定」等に基づき、公立東濃

中部医療センター及び土岐医師会        で編成され、健

康づくり班の要請によって現地に出動し、救助を実施する。（S3-06-

08-04 を参照） 

S3-06-08-01 医療班の編成 

(１)医療班は、「災害時の医療救護に関する協定」 に基づき、    

          土岐医師会及び東濃厚生病院で編成され、健

康づくり班の要請によって現地に出動し、救助を実施する。（S3-06-

07-04 を参照） 

病
院
の
統
合
に
よ

る
修
正 

S
3
-
06
-
0
8
-
02
 

S-

156 
S3-06-08-02   医療機関一覧       

 

※別紙８のとおり変更する 

 

 

 

 

S3-06-08-02 市内医療機関一覧       

 

所
管
部
䥹
健
康
づ
く

り
課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
06
-
0
8
-
04
 

S-

160 

S3-06-08-04 岐阜県医師会災害医療救護隊土岐支部編成表 

 

※別紙９のとおり変更する 

S3-06-08-04 岐阜県医師会災害医療救護隊土岐支部編成表 

 

 

 

 

 

 

所
管
部
䥹
健
康
づ
く

り
課
䥺
修
正
意
見 
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S
3
-
06
-
0
8
-
09
 

S-

164 

S3-06-08-09 地震時の医療（助産）救護活動体系 

公立東濃中部医療センター 

土岐医師会  

市内医療機関 

  救護病院（市の指定病院） 

（中等症者） 

（重傷者） 

災害拠点病院（県の指定病院） 

S3-06-08-09 地震時の医療（助産）救護活動体系 

土岐医師会        

東濃厚生病院 

救護病院   

地域救護病院（  指定病院） 

（中等傷 ） 

（重傷 ） 

広域救護病院（  指定病院） 

所
管
部
䥹
健
康
づ
く
り

課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
06
-
0
8
-
10
 

S-

165 

S3-06-08-10 医療活動の手順 

市内医療機関・救護所 

災害拠点病院 

救護病院 

S3-06-08-10 医療活動の手順 

救護病院  ・救護所 

指定病院   

指定病院 

所
管
部
䥹
健
康
づ
く

り
課
䥺
修
正
意
見 

S
3
-
06
-
0
8
-
11
 

S-

165 

S3-06-08-11 医師会等への医療班派遣要請系統 

公立東濃中部医療センター 

土岐医師会  

 

S3-06-08-11 医師会等への医療班派遣要請系統 

土岐医師会        

東濃厚生病院 

 

病
院
の
統
合
に
よ
る

修
正 

S
3
-
08
-
0
3
-
01
 

S-

190 

S3-08-03-01 通信施設の応急対策 

災害時の市地域における通信施設に関する応急対策は、ＮＴＴ西日

本株式会社 （以下「NTT西日本」という。）の定める防災業務計画に

よるほか、次による。 

S3-08-03-01 通信施設の応急対策 

災害時の市地域における通信施設に関する応急対策は、西日本電信

電話株式会社（以下「NTT西日本」という。）の定める防災業務計画に

よるほか、次による。 

商
号
の
変
更
に
よ
る

修
正 
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《令和７年度》 瑞浪市地域防災計画新旧対照表 【様式編】 

修正箇所 修正案 現計画 
備
考 

様
式

3
4
号
 

F-40 様式34号 消防関係報告書（火災即報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式34号 消防関係報告書（火災即報） 

 
県
火
災
・
災
害
等
即
報
要
領
改
正
に
整
合 
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様
式

3
5
号
 

F-41 様式35号 災害概況速報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式35号 災害概況速報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
火
災
・
災
害
等
即
報
要
領
改
正
に
整
合 

 

〔災害概況即報〕 

 

 

消防庁受信者氏名             

 
災害名           （第  報）  

報告日時 年 月 日 時 分 

都道府県  

市町村 
(消防本部名）  

報告者名  

 

災 

害 

の 

概 

況 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

被 

害 

の 

状 

況 

死傷者 
死 者 人 不明  人 

住家 
全壊    棟 一部破損    棟 

負傷者 人 計   人 半壊    棟 床上浸水    棟 

 

応 
急 

対 

策 

の 

状 

況 

災害対策本部等の 
設置状況 

（都道府県） （市町村） 

 

（注） 第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し

て報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）

を記入して報告すれば足りること。） 
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様式35号 別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
都道府県名

（避難指示等の発令状況）

発令日時 発令日時 発令日時

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時

※　対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。

（　　　　　　　　　　　）

市町村名
緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
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様
式

3
6
号
 

F-42 様式36号 別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 県
火
災
・
災
害
等
即
報
要
領
改
正
に
整
合 

都道府県名 （　　　　　　　　　　　）
（市町村ごとの人的被害・住家被害）

うち
災害関連
死者

重傷 軽傷

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟

※市町村名は、総務省が定める全国地方公共団体コード順に記載すること。

人　的　被　害 住　家　被　害

負 傷 者

市町村名 死者
床下
浸水

床上
浸水

一部
破損

半壊全壊
行 方
不明者


